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            主       文 

  １ 別紙２認容額等一覧表の一審原告Ａ及びＢ欄記載の一審原告ら（訴訟

承継人を含む、以下同じ）の各控訴に基づき、原判決中上記一審原告ら

に関する部分を次のとおり変更する。 

   ⑴ 一審被告は、上記一審原告らそれぞれに対し、認容元金欄記載の金5 

員及びこれに対する認容起算日欄記載の日から支払済みまで年５分の

割合による金員を支払え。 

   ⑵ 上記一審原告らのそのほかの請求をいずれも棄却する。 

  ２ 一審被告の別紙２認容額等一覧表の一審原告Ｃ欄記載の一審原告に対

する控訴に基づき、原判決中上記一審原告に関する部分を次のとおり変10 

更する。 

   ⑴ 一審被告は、上記一審原告に対し、認容元金欄記載の金員及びこれ

に対する認容起算日欄記載の日から支払済みまで年５分の割合による

金員を支払え。 

   ⑵ 上記一審原告のそのほかの請求を棄却する。 15 

  ３ 別紙２認容額等一覧表の一審原告Ｃ及びＤ欄記載の一審原告らの各控

訴及び一審被告の同一覧表の一審原告Ａ及びＤ欄記載の一審原告らに対

する控訴をいずれも棄却する。 

  ４ 訴訟費用は、第一、二審を通じて、別紙３訴訟費用目録のとおりとす

る。 20 

  ５ この判決は、第１項⑴及び第２項⑴に限り、仮に執行することができ

る。 

            事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 一審原告ら 25 

  ⑴ 原判決を次のとおり変更する。 
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  ⑵ 一審被告は、別紙２認容額等一覧表の一審原告欄記載の一審原告らそれぞ

れに対し、請求元金欄記載の金員及びこれに対する請求起算日欄記載の日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ２ 一審被告 

  ⑴ 原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。 5 

  ⑵ 前記取消しに係る一審原告らの請求をいずれも棄却する。 

第２ 事案の概要（略称は断らない限り原判決のとおり） 

 １ 事案の要旨 

   一審被告は、船舶の建造及び修理等を行う株式会社である。一審原告ら計３

５名は、一審被告が運営する長崎造船所で就労していた労働者１８名（本件労10 

働者ら）に係る本人１１名及び相続人２４名である（一部争いあり）。 

   本件は、一審原告らが、一審被告において下請・孫請企業の従業員等であっ

た本件労働者らを指揮監督する中で粉じん対策に係る安全配慮義務に違反した

ことにより、本件労働者らがじん肺及び続発性気管支炎又は肺がんに罹患する

などしたとして、一審被告に対し、債務不履行又は不法行為に基づき、別紙２15 

認容額等一覧表の請求元金欄記載の慰謝料等及びこれに対する訴状送達日の翌

日又は不法行為後の日である上記一覧表の請求起算日欄記載の日から支払済み

まで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５分の割合による遅

延損害金の各支払を求めた事案である。 

   原判決（本人１３名及び相続人１７名の原告ら計３０名）は、原判決別紙２20 

請求額・認容額一覧表の認容額合計欄記載のとおり、本件労働者らのうち１３

名に係る本人９名及び相続人１１名の原告ら計２０名の請求を一部認容し、そ

のほかの請求をいずれも棄却したところ、一審原告ら及び一審被告が各敗訴部

分を不服として各控訴をした。 

   一審原告らは、当審で、本件労働者ら１名当たりの慰謝料等の額に関する主25 

張を最大３５２０万円から最大３０８０万円に変更し、請求元金を原判決別紙
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２請求額・認容額一覧表の請求額合計欄記載の金額から別紙２認容額等一覧表

の請求元金欄記載の金額に減縮した。 

 ２ 前提事実（争いのない事実及び証拠（以下枝番略）等により認められる事実） 

  ⑴ 当事者等 

   ア 原判決「事実及び理由」（かぎ括弧部分以下略）第２の２⑴アを引用 5 

   イ 一審原告等 

    (ア) 一審原告a・ｂ・d・g・h・i・ｊ・ｋ・ｌ・o・rの１１名と亡c1・e

1・m1・n1・q1（亡c1・e1・m1・n・q1）及び亡f1・p1（以下「亡f1・p1」

という。）の７名の計１８名は、長崎造船所で就労していた一審被告の

下請・孫請企業等の労働者ら（本件労働者ら）である（一部争いあり）。 10 

    (イ)～(カ) 原判決第２の２⑴イ(イ)～(カ)を引用 

      ただし、(カ)の末尾に「s1は、当審係属中の令和５年７月１２日に死

亡し、同人を子である一審原告s1承継人s2・s3が相続し、訴訟承継した。

（弁論の全趣旨）」を加える。 

    (キ) 亡p1は、当審係属中の令和５年７月５日に死亡し、同人を妻である15 

一審原告p1承継人p2と子である一審原告p1承継人p3・p4が相続し、訴訟

承継した。（弁論の全趣旨） 

    (ク) 亡f1は、当審係属中の令和５年１１月２２日に死亡し、同人を妻で

ある一審原告f1承継人f2と子である一審原告f1承継人f3・f4が相続し、

訴訟承継した。（甲Ｆ１９） 20 

  ⑵ 原判決第２の２⑵を引用 

    ただし、イ(イ)の「をと規定し」を「と規定し」と改める。 

  ⑶ 原判決第２の２⑶を引用 

    ただし、ア(ア)の「同日、続発性気管支炎」を「同年３月２日（乙Ａ９）

から続発性気管支炎」と、イ(ア)の「続発性気管支炎」を「同年１月２７日25 

（乙Ｂ９）から続発性気管支炎」と、ウ(イ)の「石綿にさらされる業務によ
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る肺がん」から「に該当する」までを「平成２６年３月３日（甲Ｃ１０）か

ら石綿にさらされる業務による肺がんに罹患している」と、エ(ア)の「続発

気管支炎」を「同年３月７日（乙Ｄ１）から続発性気管支炎」と、オ(ア)の

「同日、続発性気管支炎」を「平成２６年１０月２１日（乙Ｅ１）から続発

性気管支炎」と、同(ウ)の「地方労災医院」を「地方労災医員」と、「ｒ」5 

を「ｐ（甲Ｅ８～１０）」と、カ柱書の「原告f1」を「亡f1」と（以下同

じ）、同(ア)の「続発性気管支炎」を「同年８月２５日（乙Ｆ５）から続発

性気管支炎」と、キ(ア)の「続発性気管支炎」を「同年４月１５日（乙Ｇ３）

から続発性気管支炎」と、ク柱書の「２３日生」を「２２日生（甲Ｈ１６

等）」と、同(ア)の「続発性気管支炎」を「平成１９年１０月１８日（乙Ｈ10 

１）から続発性気管支炎」と、ケ(ア)の「続発性気管支炎」を「同年１月６

日（乙Ｉ１６）から続発性気管支炎」と、コ(ア)の「続発性気管支炎」を

「平成２５年１０月１５日（乙Ｊ２）から続発性気管支炎」と、サ(ア)の

「続発性気管支炎」を「同年１０月４日（乙Ｋ９）から続発性気管支炎」と、

「決定を）」を「決定を」と、シ(ア)の「続発性気管支炎」を「同年１月１15 

６日（甲Ｌ１１）から続発性気管支炎」と、ス(ア)の「同日、続発性気管支

炎」を「同年１０月２２日（乙Ｍ２）から続発性気管支炎」と、セ(ア)の

「続発性気管支炎」を「同年４月２３日（乙Ｎ１７）から続発性気管支炎」

と、ソ(ア)の「同日、続発性気管支炎」を「同年６月３日（甲Ｏ８）から続

発性気管支炎」と、タ柱書の「原告p1」を「亡p1」と（以下同じ）、同(ア)20 

の「続発性気管支炎」を「同年７月２２日（乙Ｐ１）から続発性気管支炎」

と、チ(ア)の「続発性気管支炎」を「平成２７年９月１８日（乙Ｑ１３）か

ら続発性気管支炎」と、ツ(ア)の「続発性気管支炎」を「同年５月１１日

（乙Ｓ１）から続発性気管支炎」と、それぞれ改める。 

  ⑷ 原判決第２の２⑷を引用 25 

    ただし、「第１事件」の次に「（一審原告r及び亡p1・q1を除く本件労働
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者ら関係）」を、「第２事件」の次に「（亡p1関係）」を、「第３事件」の

次に「（亡q1関係）」を、「第４事件」の次に「（一審原告r関係）」を、

それぞれ加える。 

第３ 争点等 

 １ 本案前の争点は、①一審原告aによる訴訟委任の有効性、②亡q1による訴訟5 

委任の有効性である。 

  ⑴ 一審原告aによる訴訟委任の有効性について 

   ア 原判決第３の２⑴ア第１段落を引用 

     証拠（甲Ａ５、６、乙Ａ２）によれば、一審原告aは、かねてから認知

症を患っていたが、その進行はなく、通常の意思疎通ができることが認め10 

られる。 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 

   イ 原判決第３の２⑴イ第１段落を引用 

     しかし、上記診療記録にある一審原告aの署名の各筆跡と陳述録取書に

ある同人の署名の筆跡（甲Ａ７）は同一と認められるので、上記陳述録取15 

書は、同人の意思に基づくものと推定され（民事訴訟法２２８条４項）、

これを覆す事情は認められない。そして、上記陳述録取書によれば、一審

原告aの長男は、一審原告aから依頼を受け、上記訴訟委任状を代筆したこ

とが認められ、訴訟委任は有効である。 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 20 

  ⑵ 亡q1による訴訟委任の有効性について 

    原判決第３の２⑵を引用 

 ２ 本案の争点は、①安全配慮義務違反の有無、②じん肺及び続発性気管支炎へ

の罹患等の有無、③因果関係の有無、④損害の有無及び額、⑤過失相殺の可否

及び割合、⑥消滅時効の成否である。 25 

第４ 原審における当事者の主張 
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 １ 争点①（安全配慮義務違反の有無）について 

   原判決第４の４を引用 

   ただし、（一審原告らの主張）⑵ウ(イ)の「周辺者業者」を「周辺業者」と、

（一審被告の主張）⑵柱書の「安瀬配慮義務」を「安全配慮義務」と、同ア

(ア)の「乗じ」を「常時」と、それぞれ改める。 5 

 ２ 争点②（じん肺及び続発性気管支炎への罹患等の有無）について 

   原判決第４の１・２を引用 

   ただし、２（一審原告らの主張）⑵アの「原告」を「亡e1・m1・n1・q1以外

の本件労働者ら」と、同（一審被告の主張）⑵イ(エ)の「正常」を「性状」と、

同ウ～オ各(ア)の「始めて」を「初めて」と、それぞれ改める。 10 

 ３ 争点③（因果関係の有無）について 

   原判決第４の３を引用 

   ただし、（一審原告らの主張）⑴ウの「石綿粉じん mg」を「石綿粉じん２

mg」と、同⑶アの「じん肺」を「肺がん」と、同⑷イの「長崎亡n1」を「亡n1」

と、それぞれ改める。 15 

 ４ 争点④（損害の有無及び額）について 

   原判決第４の６を引用 

   ただし、（一審原告らの主張）⑴アを「本件労働者らは、一審被告の安全配

慮義務違反により、じん肺及び続発性気管支炎又は肺がんに罹患するなどし、

重大な精神的苦痛を被った。」と、同ウの「慰謝料３２００万円、弁護士費用20 

３２０万円」を「慰謝料２８００万円、弁護士費用２８０万円」と、同⑵アの

「原告の主張」を「一審原告らの主張」と、「じん肺に罹患し、肺がんを発症

して死亡した」を「肺がんを発症して死亡するなどした」と、同イの「本件労

働者」を「本件労働者ら」と、それぞれ改める。 

 ５ 争点⑤（過失相殺の可否及び割合）について 25 

   原判決第４の５を引用 
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   ただし、（一審原告らの主張）⑴イ(ア)の「原告の主張」を「一審原告らの

主張」と改める。 

 ６ 争点⑥（消滅時効の成否）について 

   原判決第４の７を引用 

第５ 当審における当事者の補充主張 5 

 １ 争点①（安全配慮義務違反の有無）について 

  （一審原告らの主張） 

  ⑴ 別紙４不服目録の１（一審原告らの主張）記載の５名は、原判決の判断と

異なり、同記載の期間に同記載の下請・孫請企業の従業員として長崎造船所

で粉じん作業に従事していた。 10 

  ⑵ 本件労働者らは、一審被告から指揮監督を受けていた昭和２９年から平成

２７年までの間、長崎造船所で自他の粉じん作業から生じる粉じんに曝露し

得る環境（以下「粉じん環境」という。）にあった。このため、一審被告は、

その間、本件労働者らに対し、粉じんの測定と結果の周知、混在作業の制限、

換気装置の設置、防じんマスクやフィルターの支給と着用の指導、じん肺教15 

育の実施を十分にすべき安全配慮義務を負っていたが、これらを十分にせず、

上記義務に違反した。 

    なお、一審被告が長崎造船所で測定していた粉じん測定値は、平成１０年

までに改善した。しかし、これは、粉じん作業から離れた地点で測定するよ

うになったからであり、その後もじん肺の有所見者が一審被告の従業員だけ20 

で毎年数百名単位で確認されていたことに照らせば、上記測定値は信用する

ことができない。 

  （一審被告の主張） 

  ⑴ 原判決の判断と異なり、別紙４不服目録の１（一審被告の主張）⑴記載の

９名は同記載の期間に同記載の下請・孫請企業に所属しておらず、同⑵記載25 

の１名は同記載の期間に長崎造船所で就労しておらず、同⑶記載の６名は同
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記載の期間に粉じん作業に従事していなかった。 

  ⑵ 一審被告は、本件労働者らを指揮監督していなかったので、本件労働者ら

に対して粉じん対策に係る安全配慮義務を負っておらず、下請・孫請企業が

負っていた。仮に一審被告が本件労働者らに対して安全配慮義務を負ってい

たとしても、下請・孫請企業には履行が困難な換気装置の設置等に限られ、5 

下請・孫請企業にも履行が容易な防じんマスクやフィルターの支給と着用の

指導等は含まれなかった。また、一審被告は、仮に本件労働者らに対して粉

じんの測定と結果の周知、混在作業の制限、換気装置の設置、防じんマスク

やフィルターの支給と着用の指導、じん肺教育の実施を十分にすべき安全配

慮義務を負っていたとしても、昭和の頃からこれらを十分にしており、当該10 

義務に違反していない。 

    なお、長崎造船所では平成以降も毎年相当数の従業員が管理２の管理区分

決定を受けていたが、管理３の管理区分決定に進んだのは数名であったこと

に照らせば、ほとんどがじん肺に罹患していなかったといえる。 

 ２ 争点②（じん肺及び続発性気管支炎への罹患等の有無）について 15 

  （一審原告らの主張） 

  ⑴ じん肺の管理区分や続発性気管支炎の労災支給は、じん肺健康診断担当医

等がじん肺関係法令やじん肺診査ハンドブックに基づく各種検査・問診等に

よって罹患の診断をし、地方じん肺診査医や地方労災医員が診査するなどし

た上で、決定されるので、これらの決定を受けた労働者はじん肺や続発性気20 

管支炎に罹患したと推認される。 

    本件労働者ら１７名は、いずれも、管理２の管理区分決定を受けるととも

に、続発性気管支炎の労災支給決定を受けたので、じん肺と続発性気管支炎

に罹患したと推認される。 

  ⑵ 一審被告協力医は、本件労働者ら１７名の胸部ＣＴ画像を読影した上で、25 

一審原告i以外、粒状影や不整形陰影がほとんど認められず、大半は血管影



9 

であるなどとして、じん肺に罹患していない旨の意見を述べている。 

    しかし、ＣＴは、Ｘ線よりも空間分解能（いわば解像度）で劣っているの

で小さな病変部を把握できず、病変部の分布や広がり、程度の把握も難しい

こと、ＣＴによるじん肺の撮影・診断基準はいまだ存在せず、診断に読影者

の主観が入りやすいこと、粒状影や不整形陰影は、本件労働者ら１７名の胸5 

部ＣＴ画像によっても相当数認められ、血管影でもないこと等に照らせば、

上記意見を信用することはできず、前記推認は覆らない。 

    このため、別紙４不服目録の２（一審原告らの主張）⑴記載の７名は、原

判決の判断と異なり、じん肺に罹患したりこれが増悪したりした。 

  ⑶ 本件労働者ら１７名のうち一部の者は、労災認定の前後で続発性気管支炎10 

の診断に必要なせきやたんが出ないこともあった。 

    しかし、続発性気管支炎は症状の消長を繰り返すこと、年齢や服薬の影響、

検査のタイミングによってはせきやたんが出ないこともあること、労災認定

後も支給が維持されてきたこと等に照らせば、前記推認は覆らない。 

    このため、別紙４不服目録の２（一審原告らの主張）⑵記載の９名は、原15 

判決の判断と異なり、続発性気管支炎に罹患したりこれが増悪したりした。 

  （一審被告の主張） 

  ⑴ じん肺の管理区分や続発性気管支炎の労災支給は、労働者の健康の保持そ

の他福祉の増進に寄与することを目的とした行政上の制度であり、検査や診

断等もＸ線画像の読影やたんの目視といった簡便な方法で行うこととされて20 

いる。このため、労働者は、管理２の管理区分決定や続発性気管支炎の労災

支給決定を受けてもじん肺や続発性気管支炎に罹患したと推認されないし、

仮に推認されたとしても、より高精度な検査等で診断結果と整合しない事実

が認められれば、前記推認は覆る。 

  ⑵ ＣＴはＸ線よりも高精度な検査であるところ、本件労働者ら１７名の胸部25 

ＣＴ画像によれば、一審原告i以外、繊維増殖性変化が生じたことを示す粒
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状影や不整形陰影はほとんど認められず、大半は血管影であること、肺の所

見が長崎造船所で従事した粉じん作業の内容と整合しないこと等が認められ

るので、前記推認は覆る。 

    このため、原判決の判断と異なり、別紙４不服目録の２（一審被告の主張）

⑴記載の９名はじん肺に罹患しておらず、同⑵記載の６名もじん肺に至らな5 

い程度の健康被害を受けていない。 

  ⑶ 続発性気管支炎は、その病態上、細菌に感染していることを要するところ、

本件労働者ら１７名の細菌検査からは細菌への感染がほとんど認められなか

ったこと、細菌への感染を示すＣＲＰ値もほぼ正常値であり、抗菌薬も投与

されていないこと、たんの検査は適正な方法で行われず、診断も正しく行わ10 

れていないこと、管理２のじん肺で続発性気管支炎に罹患することはほとん

どないこと等に照らせば、前記推認は覆る。 

    このため、原判決の判断と異なり、別紙４不服目録の２（一審被告の主張）

⑶記載の８名は続発性気管支炎に罹患しておらず、同⑷記載の４名も続発性

気管支炎に類する症状が生じていない。 15 

 ３ 争点③（因果関係の有無）について 

  （一審原告らの主張） 

  ⑴ 平成以降も、一審被告は本件労働者らを指揮監督する中で前記安全配慮義

務に違反し、別紙４不服目録の３（一審原告らの主張）⑴記載の３名はじん

肺等に罹患したりこれが増悪したりした。 20 

    このため、上記３名は、原判決の判断と異なり、一審被告の安全配慮義務

違反とじん肺等の罹患や増悪との間に因果関係がある。 

  ⑵ じん肺法が定期的なじん肺健康診断の間隔を３年と定めていることを考慮

すれば、労働者は、５年以上、粉じんに曝露すれば、それだけでじん肺等に

罹患し得るといえる。別紙４不服目録の３（一審原告らの主張）⑵記載の３25 

名は、じん肺等に罹患するまでの間に５年以上、長崎造船所の粉じん環境で
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作業に従事したので、それだけでじん肺等に罹患したといえる。 

    このため、上記３名は、原判決の判断と異なり、寄与度減責をすべきでな

い。 

  （一審被告の主張） 

   別紙４不服目録の３（一審被告の主張）記載の１０名は、じん肺等に罹患す5 

るまでの間、長崎造船所の粉じん環境で作業に従事していないか一時期しか従

事していないので、じん肺等に罹患し得ない。 

   このため、原判決の判断と異なり、上記目録の３（一審被告の主張）記載の

１０名は、一審被告の安全配慮義務違反とじん肺等の罹患との間に因果関係が

なく、仮にあったとしても、少なくとも、一審原告aは１０分の７、同ｈは２10 

分の１、同iは４分の３、同ｋは５分の２、同rは５分の２、亡c1は４分の１、

亡m1は２分の１、亡n1は５分の２の寄与度減責をすべきである。 

 ４ 争点④（損害の有無及び額）について 

  （一審原告らの主張） 

   慰謝料の額は、同種裁判例での認容額や特定石綿被害建設業務労働者等に対15 

する給付金等の支給に関する法律所定の基準慰謝料額、交通事故慰謝料額を考

慮し、少なくとも、本件労働者１名あたり一律２８００万円とすべきである。

そうでなくとも、肺がんを直接的な原因として死亡した亡c1・n1は各２８００

万円、じん肺を間接的な原因として死亡した亡e1・q1は各２３００万円、その

ほかの本件労働者らは各１７００万円とすべきである。 20 

  （一審被告の主張） 

   否認又は争う。 

 ５ 争点⑤（過失相殺の可否及び割合）について 

  （一審被告の主張） 

   亡c1は重度の喫煙歴を有し、一審原告ｂ・ｈ・i・ｋ、亡n1は管理２の管理25 

区分決定を受けた後も喫煙を継続し、じん肺等を増悪させた。 
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   このため、上記６名は、別紙４不服目録の４（一審被告の主張）記載の原判

決の判断と異なり、一審原告ｂ・ｈ・i・ｋは各１割超、亡c1は５割以上、亡n

1は３分の１超の過失相殺をすべきである。 

  （一審原告らの主張） 

   喫煙のじん肺等に対する影響の有無・程度は不明であるので、喫煙歴を過失5 

相殺事由とすべきでない。 

   このため、別紙４不服目録の４（一審原告らの主張）記載の原判決の判断と

異なり、同記載の４名は過失相殺をすべきでない。 

 ６ 争点⑥（消滅時効の成否）について 

  （一審被告の主張） 10 

   初めて管理２の管理区分決定がされてから本件提訴までの間に１０年以上が

経過した本件労働者らについては、続発性気管支炎に罹患していないので、消

滅時効が完成した。 

  （一審原告らの主張） 

  ⑴ 一審原告gは、昭和５５年３月１７日に管理２の管理区分決定を受けたが、15 

続発性気管支炎にも罹患し、平成２５年１０月３１日にその労災認定を受け

た上で、平成２８年４月７日、本件提訴をした。このため、消滅時効は、起

算日が平成２５年１０月３１日となり、未完成である。仮に続発性気管支炎

に罹患していなかったとしても、同日から権利行使が現実に期待できるよう

になったので、消滅時効はなお未完成である。 20 

  ⑵ 仮に消滅時効が完成していたとしても、一審被告は、一審原告gに対して

じん肺教育を十分に実施せず、一審原告gの甚大な犠牲によって膨大な利益

を得てきたこと等を考慮すれば、消滅時効の援用は権利の濫用である。 

第６ 当裁判所の判断の要旨 

   当裁判所は、一審原告らの請求は、債務不履行に基づき、別紙２認容額等一25 

覧表の認容元金欄記載の慰謝料等及びこれに対する当該一覧表の認容起算日欄
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記載の日（一審原告p1承継人p2・p3・p4は訴状送達後に損害が生じた日の翌日、

そのほかの一審原告らは訴状送達日の翌日）から支払済みまで年５分の割合に

よる遅延損害金の各支払を求める限度で理由があり、そのほかはいずれも理由

がないと判断する。その理由は、以下のとおりである。 

第７ 争点①（安全配慮義務違反の有無）についての判断 5 

 １ 長崎造船所における造船・修繕工事及び粉じん環境の概要 

   原判決第５の１を引用 

   ただし、⑴ウ(オ)の「ブロック擬装法」を「ブロック艤装法」と、同エ(ウ)

の「被告は、昭和５６年２月に石綿含有保温・断熱材の使用を禁止した。」を

「一審被告は、昭和５６年２月、石綿含有保温・断熱材の新規使用を禁止した10 

（甲２(128頁)、１３、４７、乙２６７、４０８）。」と、それぞれ改める。 

 ２ 本件労働者らの粉じん環境職歴 

   以下のとおり、本件労働者らの粉じん環境職歴は、別紙５認定判断表の粉じ

ん環境職歴欄記載のとおりである。 

  ⑴ 一審原告a 15 

    原判決第５の２⑴を引用 

    ただし、ア柱書の「粉じん作業職歴」を「粉じん環境職歴」と改める（以

下同じ）。 

  ⑵ 一審原告ｂ 

    原判決第５の２⑵を引用 20 

    ただし、ア(ア)の「昭和３３年４月」を「昭和３２年６月１日（甲Ｂ４、

６）」と改める。 

  ⑶ 亡c1 

   ア 長崎造船所における粉じん環境職歴 

    (ア) 原判決第５の２⑶ア(ア)を引用 25 

      ただし、「丸菱商会」を「丸菱商会本部（甲Ｃ６、８）」と改める。 



14 

    (イ) 原判決第５の２⑶ア(イ)第１文を引用 

      証拠（甲Ｃ６、９、１５、乙Ｃ１０）によれば、亡c1は、久保工業の

従業員として、平成１２年１０月から平成１３年１１月までの間は風車

の羽根の製作作業に、同年１２月から平成１５年９月までの間はクレー

ンの玉掛作業に、それぞれ従事したことが認められるが、これらの作業5 

環境が粉じん環境にあったことを認めるに足りる証拠はない。 

    (ウ) 平成２１年１月５日から平成２２年９月３０日までの間は株式会社

豊工業の従業員として、同年１０月１日から平成２３年１１月３０日ま

での間は大丸工業の従業員として、いずれも足場の架設及び解体作業に

従事（甲Ｃ６、１７） 10 

      証拠（甲Ｃ５、１０、１５）によれば、亡c1は、平成２６年１１月に

過去石綿粉じん作業に従事したことで肺がんに罹患したとして労災を申

請した際、豊工業と大丸工業の両職歴を申告せず、平成２７年１２月に

交付された健康管理手帳（石綿）にも上記両職歴が記載されなかったこ

とが認められるが、これは上記両社で、石綿粉じん作業に従事しなかっ15 

たことを示すにすぎず、およそ粉じん作業に従事せず粉じん環境にもな

かったことを示すものとはいえない。 

   イ 他の事業所での粉じん環境職歴 

     原判決第５の２⑶イを引用 

  ⑷ 一審原告d 20 

    原判決第５の２⑷を引用 

  ⑸ 亡e1 

    原判決第５の２⑸を引用 

    ただし、ア(イ)の末尾に「証拠（甲Ｅ１６、乙Ｅ２、３）によれば、亡e1

は、溶接の資格を有していなかったが、一審被告において資格が不要とされ25 

ていた仮付溶接の作業に従事していたことが認められる。」を加える。 
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  ⑹ 亡f1 

    原判決第５の２⑹を引用 

    ただし、アの「平成９年２月」を「平成９年１１月（甲Ｆ２、３、乙Ｆ

６）」と改める。 

  ⑺ 一審原告g 5 

   ア 長崎造船所における粉じん環境職歴（甲Ｇ１、７、１１～１３、１７、

乙Ｇ３） 

    (ア) 遅くとも昭和３２年４月～昭和３６年５月３１日 丸井工業の従業

員として石綿を含む保温・断熱材の作成・取付・交換作業に従事（甲Ｇ

４、一審原告g本人） 10 

      丸井工業の職歴に係る一審原告gの陳述（甲Ｇ７、１１～１３、同本

人）は、客観的な裏付けがなく、始期も昭和３１年４月と昭和３２年４

月との間で変遷しているが、労働基準監督署は始期を昭和３１年４月と

して認定した上（甲Ｇ１７）、そのほかは一貫し、内容も具体的である

から、上記認定の限度でこれを信用することができる。 15 

    (イ) 昭和３６年６月１日～平成１２年６月３０日（昭和３７、３８年頃

の約７か月半を除く） 株式会社日本冷熱工産工業部（後の日本冷熱）

の従業員として、昭和４７年頃までは石綿を含む保温・断熱材の作成・

取付・交換作業に、昭和４８年頃からは石綿を含まない保温・断熱材の

作成・取付・交換作業や石綿を含む保温・断熱材の交換作業に、それぞ20 

れ従事（甲Ｇ２、４、８～１０、弁論の全趣旨） 

    (ウ) 平成１２年７月１日～平成１５年３月３１日 日装の従業員として

石綿を含まない保温・断熱材の作成・取付・交換作業や石綿を含む保温

・断熱材の交換作業に従事（甲Ｇ２） 

      日装での石綿を含む保温・断熱材の交換作業に係る一審原告gの陳述25 

（甲Ｇ１１、１２）は、平成１６年８月に交付された健康管理手帳（じ
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ん肺）や平成２０年１２月に交付された同手帳（石綿）、平成２５年５

月に発行されたじん肺健康診断結果証明書のいずれにもその記載がない

が（甲Ｇ４、９、１０）、上記作業が中心的な業務でなかったことによ

るものとうかがわれる上、同年１０月に労働基準監督署は上記職歴を粉

じん作業職歴として認定したから（甲Ｇ１７、乙Ｇ３）、これを信用す5 

ることができる。 

   イ 他の事業所での粉じん環境職歴 

     昭和３７、３８年頃の約７か月半 日本冷熱工産工業部の従業員として

他の造船所等で石綿を含む保温・断熱材の作成・取付作業に従事（甲Ｇ７、

１１、弁論の全趣旨） 10 

  ⑻～⑽ 一審原告ｈ・i・ｊ 

    原判決第５の２⑻～⑽を引用 

  ⑾ 一審原告ｋ 

    原判決第５の２⑾を引用 

    ただし、ア(イ)の「平成１４年１１月」を「平成１４年１０月（弁論の全15 

趣旨）」と改める。 

  ⑿ 一審原告ｌ 

    原判決第５の２⑿を引用 

  ⒀ 亡m1 

    原判決第５の２⒀を引用 20 

    ただし、ア(ア)の「船内で、新造船の電気設備の配線作業に従事」を「新

造船内での溶接を伴う電線設置作業に従事（甲Ｍ６）」と、同(イ)の「船内

で、修繕船の電気設備の配線作業に従事」を「修繕船内での電線架設作業や

溶接等に使われている電気設備の巡回作業に従事（甲Ｍ６）」と、それぞれ

改める。 25 

  ⒁ 亡n1 



17 

   ア 長崎造船所における粉じん環境職歴 

    (ア)(イ) 原判決第５の２⒁ア(ア)(イ)を引用 

    (ウ) 昭和４７年９月１日～昭和５０年９月３０日、昭和５１年４月１日

～昭和５２年５月３１日、同年７月４日～昭和５３年３月３１日、同年

７月７日～同年８月３１日 小柳組の従業員として、ガス切断作業に従5 

事（甲Ｎ１、５、１０、１５、１６） 

      亡n1の健康管理手帳には、この頃に鉄銅センターで就労していた旨の

記載があるが（甲Ｎ５）、長崎造船所内にあった鉄鋼センターの誤記と

認められる（甲１９５、Ｎ２３）。 

    (エ) 昭和５４年８月１日～平成１１年１２月３１日 興洋工業の従業員10 

として、ガス切断、溶接作業に従事（甲Ｎ１、２、５、１０、１５、１

６、１９、２０） 

    (オ) 平成１３年１２月～平成１４年１２月３１日 興洋工業の従業員と

して、三共工業に出向してガス切断作業に従事（甲Ｎ１、４、５、１０、

１１、１７、乙Ｎ１４、４１） 15 

      亡n1の健康管理手帳には、この時期に九州スチールセンターで就労し

ていた旨の記載があるが、長崎造船所内にある九州スチールセンターを

指すものと認められる（甲１９５、Ｎ２３、乙Ｎ１５）。 

   イ 他の事業所での粉じん環境職歴 

     無し（甲Ｎ１） 20 

  ⒂ 一審原告o 

    原判決第５の２⒂を引用 

  ⒃ 亡p1 

   ア 長崎造船所における粉じん環境職歴 

    (ア)～(ウ) 原判決第５の２⒃ア(ア)～(ウ)を引用 25 

    (エ) 平成１３年２月～平成１８年８月 一ノ瀬商会の従業員として、長
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田工業に出向して足場の架設・解体、ガス切断作業に従事（甲Ｐ４、５、

７、９、１０、亡p1本人） 

      ガス切断の対象に係る亡p1の陳述（甲Ｐ５、９、１０、同本人）は、

平成３０年６月に風車の管から風車建造工場の管に変更されたが、重要

な変更とはいえない上、そのほかは一貫し、内容も具体的であるから、5 

上記認定の限度でこれを信用することができる。 

   イ 他の事業所での粉じん環境職歴 

     原判決第５の２⒃イを引用 

  ⒄ 亡q1 

   ア 長崎造船所における粉じん環境職歴（甲Ｑ１、１８） 10 

    (ア) 昭和３７年３月１日～昭和４１年２月 長崎木装の従業員として、

石綿を含む保温・断熱材の取付・交換、清掃作業に従事（甲Ｑ３～５、

１０、１１） 

    (イ) 昭和４１年７月１４日～昭和５０年１２月２７日 日電の従業員と

して、溶接等が行われている船内での電線設置作業に従事（甲Ｑ９） 15 

    (ウ) 昭和５１年１１月１日～昭和５３年１０月２日 長崎木装の従業員

として、上記(ア)と同様の作業に従事（甲Ｑ３～５、９～１１） 

    (エ) 昭和５７年１１月１日～昭和６１年３月２０日 長崎木装の従業員

として、石綿を含まない保温・断熱材の取付・交換、石綿を含む保温・

断熱材の交換、清掃作業に従事（甲Ｑ３～５、９～１１、乙Ｑ１３） 20 

   イ 他の事業所での粉じん環境職歴 

     無し 

  ⒅ 一審原告r 

   ア 長崎造船所における粉じん環境職歴（甲Ｓ１、７、８、１３、乙Ｓ２） 

    (ア) 昭和２９年４月～昭和４２年１月１５日 長崎木装の従業員として、25 

石綿を含む保温・断熱材の取付・交換、清掃作業に従事（甲Ｓ２、５） 
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    (イ) 昭和４５年２月１日～昭和４７年６月２０日 向井組の従業員とし

て、石綿を含む保温・断熱材の取付・交換作業に従事 

    (ウ) 昭和４７年６月２１日～平成３年２月２８日 長崎船舶装備の従業

員として、石綿を含む保温・断熱材や石綿を含まない保温・断熱材の取

付・交換作業に従事（甲Ｓ２、５、６、乙Ｓ１、３） 5 

   イ 他の事業所での粉じん環境職歴 

     無し 

 ３ 長崎造船所における粉じん対策の経緯等 

  ⑴ 一審被告は、かねてより、多数の協力企業に対して長崎造船所での各種工

事を発注し、下請・孫請企業との間で打合せを随時行いながら、当該企業の10 

労働者に対して日々の作業内容を間接的又は直接的に指示するとともに、そ

の進捗を管理してきた。 

    下請・孫請企業の労働者は、一審被告の指示の下、長崎造船所の設備や機

器等を用いながら、一審被告の労働者が従事する作業と同じ作業に従事した

り、船内の狭あい部での溶接など当該労働者が嫌う作業に従事したりしてき15 

た。 

   （甲４、５、１９、３２、３６、５１、甲Ａ７、Ｂ８、Ｃ９、Ｄ７、Ｆ７、

Ｇ１１、Ｈ７、Ｉ６、Ｊ９、Ｋ１０、Ｌ５、Ｍ６、Ｏ５、Ｐ９、Ｑ１、Ｓ８、

一審原告a及び亡c1・e1・m1・n1・q1を除く本件労働者ら各本人） 

  ⑵ 長崎造船所では、戦後、鉄等を電炉で溶かして砂の鋳型に流し込み、固ま20 

った後に砂を落として複雑な部材を作る鋳造作業、鋼材をガスで切断したり

電気で溶接したりして船を建造する船殻・艤装作業、不要部分をグラインダ

ーやサンダー等で取り除いて表面を仕上げる研削・研磨作業、石綿を含む保

温・断熱材を加工して管や壁に取り付ける防熱作業等により、工場内や船内

がかすむほどの粉じんが生じていた。 25 

    そのような中、粉じんの健康に対する有害性が周知の事実となり、昭和２
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２年には使用者が粉じんによる危害を防止するため換気やマスクなど必要な

措置を講じる義務等について定めた労働基準法（旧４２条）や労働安全衛生

規則（旧１７２条、１７３条、１８１条等）が施行され、昭和３０年には砂

じんで罹患するけい肺の悪化の防止等を目的としたけい肺等特別保護法が施

行され、昭和３５年にはじん肺の適正な予防等を目的としたじん肺法が施行5 

された。 

    これに伴い、一審被告は、遅くとも昭和２４年以降、長崎造船所で粉じん

の濃度を測定してその結果を発表し、送風機や排気装置、換気設備等を導入

し、各種マスクやフィルターを支給してその着用方法等を指導し、粉じん教

育やけい肺・じん肺健康診断を実施するなどの各種粉じん対策を講じるよう10 

になった。 

    もっとも、上記対策は、その多くが解釈等で任意の措置とされ、初めしば

らくは粉じん作業に従事する一審被告の労働者のうち一部の者に対して一部

の対策を講じるにとどめるなど、漸次的なものであった。また、一審被告は、

高度経済成長期にタンカー等の造船需要が高まる中、短くした工期に間に合15 

わせるため、労働者らに混在作業を度々行わせた。 

    その結果、昭和３５年以降も工場内や船内では許容濃度を大幅に上回る粉

じんが生じ続け、粉じん作業に従事する一審被告の労働者のうちじん肺の所

見があると診断された者（じん肺有所見者）の割合を示すじん肺有所見率は、

じん肺有所見者の一部に作業転換等の措置が講じられながらも、同年の約２．20 

６％（１５３名中４名）から昭和４８年の約６．１％（２６６９名中１６２

名）まで増加していった。 

   （甲２、１０～１３、１８～６８、９７、１００、１３０～１５４、１９１

～１９３、１９５、２０６～２０９、甲Ａ７、Ｂ８、１８、Ｃ９、Ｄ７、Ｆ

７、１６、Ｇ１１、Ｈ７、Ｉ６、Ｊ９、１９、Ｋ１０、Ｌ５、Ｍ６、Ｏ５、25 

Ｐ９、Ｑ１、Ｓ８、乙８５～８８、９０～１０６、１３１、１３９～１４７、
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１６６、１６９、１７０、２０９、２１５、２４８、３６６～３７０、４２

４、４２７、４２８、５６０、一審原告a及び亡c1・e1・m1・n1・q1を除く

本件労働者ら各本人） 

  ⑶ 昭和４５年頃には石綿の発がん性が周知の事実となり、翌４６年に石綿の

製造等を規制する特定化学物質等障害予防規則が施行された後、石綿への規5 

制が漸次強化された。また、翌４７年には一審被告が造船需要の拡大に対応

するため香焼工場を開設したが、翌４８年に第１次石油危機が生じて造船需

要が収まった。その結果、同年以降は工場内や船内の粉じんが減少するとと

もに、翌４９年にはじん肺有所見率も減少へ転じ、昭和５２年の約１．１％

（４５７３名中５０名）まで減少していった。 10 

    これに対し、一審被告は、長崎造船所で前記各種粉じん対策を継続し、昭

和５６年に石綿を含む保温・断熱材の新規使用を禁止する一方で、事業の多

角化と合理化を進め、労働者らに再び混在作業を行わせた。その結果、工場

内や船内では再び粉じんが多く生じるようになり、じん肺有所見率も昭和５

３年に増加へ転じ、翌５４年に約６．５％（３３９４名中２２１名）となっ15 

た。 

    また、一審被告の労働組合である長崎造船分会は、昭和５６年にじん肺対

策委員会を、昭和５８年にじん肺患者会を、それぞれ立ち上げた上で、翌５

９年から一審被告との間で換気対策の拡充や混在作業の解消を中心に交渉し

ていたが、一審被告から努力中と回答されるにとどまるなど、一審被告の対20 

策はなお漸次的なものであった。その結果、じん肺有所見率は、更に増加し、

平成４年に約１０．７％（２７４５名中２９３名）となった。 

    しかし、一審被告は、平成７年から翌８年にかけては第１次粉じん対策と

して約７億円を投じる１００件の排気・換気対策を、平成１１年から翌１２

年にかけては第２次粉じん対策として約４億円を投じる６０件の排気・換気25 

対策を、平成１４年から翌１５年にかけては第３次粉じん対策として約１億
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円を投じる２３件の換気・排気対策を、平成２０年から翌２１年２月にかけ

ては追加粉じん対策として約５億円を投じる２６件の排気・換気対策を、そ

れぞれ講じた。 

    その結果、じん肺有所見率は、平成に入った頃から管理２のじん肺有所見

者のうち約４分の１に作業転換等の措置が毎年講じられながらも、平成１１5 

年の約１３．１％（２９９３名中３９２名）まで増加していったが、翌１２

年（３０３３名中３９８名）と翌１３年（２８５３名中３７４名）は約１３．

１％が続いた後、翌１４年には減少へ転じた。じん肺有所見率は、その後も

減少し続け、平成１６年に１０％を（３７５７名中３０７名＝約８．２％）、

平成２２年に５％を（２７６５名中１３２名＝約４．８％）、平成２７年に10 

２％を（１１８９名中２０名＝約１．７％）、平成３０年に１％を（５８８

名中５名＝約０．９％）、それぞれ下回り、現在に至っている。 

   （甲２、３、１５、１７、７３、９０、９８～１００、１５５～１７８、１

８０～１９０、２３１～２３８、乙８９、１０７～１３０、１３２～１４９、

１５１～１５９、１６７、１６８、２０９、２１６～２２１、２２９～２４15 

７、２７１、２７５～２７７、２８３～２８６、３７１～４０８、４２３～

４２６、４２９～４３１、４３４～４４７、５４５～５７２、５９２、弁論

の全趣旨） 

 ４ 一審被告の本件労働者らに対する安全配慮義務の有無・内容・程度 

  ⑴ 判断枠組み 20 

    他者を指揮監督して労務の成果を収受する者は、当該他者との間で特別な

社会的接触の関係にあるといえるから、当該労務が当該他者の生命及び健康

等に対する危険性を有し、これを具体的に予見して回避することが可能な場

合、信義則上、当該他者の生命及び健康等を当該危険性から保護すべき安全

配慮義務を負うものと解される（最高裁昭和４８年(オ)第３８３号同５０年25 

２月２５日第三小法廷判決・民集２９巻２号１４３頁、最高裁平成元年(オ)
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第５１６号、同年(オ)第１４９５号同３年４月１１日第一小法廷判決・裁判

集民事１６２号２９５頁参照）。そして、安全配慮義務は、その根拠を上記

の特別な関係に求める以上、上記危険性を除去するのに必要な措置が十分に

尽くされる必要があるものと解される（最高裁昭和５８年(オ)第１５２号同

５９年４月１０日第三小法廷判決・民集３８巻６号５５７頁等参照）。 5 

  ⑵ 当てはめ 

   ア 特別な社会的接触の関係の有無 

     前記認定事実によれば、一審被告は、昭和２９年４月から平成２７年２

月まで、本件労働者らが長崎造船所で提供した労務の成果を間接的又は直

接的に収受していた。その間、本件労働者らは、一審被告から日々の作業10 

内容の指示や進捗の管理を受け、一審被告の指示の下、長崎造船所の設備

や機器等を用いながら、一審被告の労働者が従事すべき作業と同じ作業に

従事していたから、一審被告からの指揮監督も受けていたといえる。 

     このため、一審被告は、本件労働者らとの間で、特別な社会的接触の関

係にあったと認められる（前記最高裁平成３年４月１１日判決参照）。 15 

   イ 労務の危険性の有無 

     仮に一審被告が昭和２９年４月から平成２７年２月までの間に長崎造船

所で粉じん対策を講じなければ、鋳造作業や船殻・艤装作業、研削・研磨

作業、防熱作業等によって鉄や砂、石綿等の粉じんが膨大に生じ、これを

本件労働者らが吸入してじん肺等にいち早く罹患したと推認される。 20 

     このため、本件労働者らが長崎造船所で提供した労務は、粉じん環境の

中で提供されたという点において、本件労働者らの生命及び健康等に対す

る危険性を有していたと認められる。 

   ウ 予見・回避可能性の有無 

     戦後、粉じんの健康に対する有害性が周知の事実となり、昭和２２年か25 

ら昭和３５年にかけて、粉じんによる疾病等を防ぐ諸法令が施行された。
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そのような中、一審被告は、長崎造船所で工場内や船内がかすむほどの粉

じんが生じていたことから、遅くとも昭和２４年以降、粉じんの濃度を測

定して結果を発表し、送風機や排気装置、換気設備等を導入し、各種マス

クやフィルターを支給して着用方法等を指導し、粉じん教育やけい肺・じ

ん肺健康診断を実施するなどの各種粉じん対策を講じた。一審被告は、昭5 

和２９年、社内報で鋳造・溶接作業等によりけい肺やじん肺に罹患するお

それがあるとして防じんマスクの着用等を促す注意喚起も行った（乙９

０）。 

     これら粉じんによる病害についての知見や規制、長崎造船所での粉じん

の状況や対策等を総合すれば、一審被告は、遅くとも本件労働者らが長崎10 

造船所の粉じん環境で就労し始めた昭和２９年４月以降、本件労働者らが

粉じん環境の中で提供していた労務の生命及び健康等に対する危険性を具

体的に予見して回避することが可能であったと認められる。 

   エ 安全配慮義務の内容・程度 

     本件労働者らが粉じん環境の中で提供していた労務の危険性を減少させ15 

るには、基本的には防じんマスク・フィルターの支給と着用方法の指導が

必要であり、作業や連絡等で外す必要が生じたり顔面との間に隙間が生じ

たりすることもあったから（甲２４、２３８等）、排気・換気装置等の設

置も必要であったというべきである。また、上記危険性の除去までするに

は、粉じんの測定や粉じん教育・健康診断の実施も必要と認められる。 20 

     このため、一審被告は、本件労働者らが長崎造船所の粉じん環境で就労

していた昭和２９年４月から平成２７年２月まで、本件労働者らに対し、

防じんマスク・フィルターの支給と着用方法の指導、排気・換気装置等の

設置、粉じんの測定及び粉じん教育・健康診断の実施といった粉じん対策

を生命及び健康等に対する危険性が除去されるまで十分に尽くす安全配慮25 

義務（以下「本件安全配慮義務」という。）を負っていたというべきであ
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る。 

  ⑶ 一審被告の主張に対する判断 

   ア 一審被告は、本件労働者らを少なくとも直接的・具体的には指揮監督し

ていなかったので、本件労働者らに対して安全配慮義務を負っておらず、

下請・孫請企業が負っていた旨主張する。 5 

     しかし、一審被告が本件労働者らを直接的・具体的に指揮監督すること

もあったことは、前記３⑴認定のとおりである。間接的・抽象的に指揮監

督していたとしても、ある者が他者に対して安全配慮義務を負うのは、他

者を支配して利益を得る者が損失も負担すべきという報償責任の原理に基

づくものと解されるところ、一審被告が本件労働者らを支配して利益を得10 

ていたことに変わりはないから、前記判断を左右しない。 

     また、下請・孫請企業は、本件労働者らが長崎造船所で提供した労務の

成果を収受していたと認め難い。仮に本件労働者らを指揮監督して当該成

果の一部を収受していたとしても、一審被告と連帯して安全配慮義務を負

うことがあるにすぎないから、これも前記判断を左右しない。 15 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 

   イ 一審被告は、仮に本件労働者らに対して安全配慮義務を負っていたとし

ても、下請・孫請企業には履行が困難な換気装置の設置等に限られ、下請

・孫請企業にも履行が容易な防じんマスクやフィルターの支給と着用の指

導等は含まれなかった旨主張する。 20 

     しかし、下請・孫請企業が本件労働者らにおいて長崎造船所で提供した

労務の成果を収受していたとは認め難く、本件労働者らに対して安全配慮

義務を負っていたと認め難いこと、仮に負っていたとしても、一審被告と

連帯して負うにすぎないことは、前記アと同様である。 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 25 

 ５ 一審被告の本件労働者らに対する安全配慮義務違反の有無・期間 
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  ⑴ 安全配慮義務違反の有無・始期 

    前記３で認定した事実によれば、一審被告は、遅くとも昭和２４年から長

崎造船所で各種粉じん対策を講じていたが、漸次的なものであった上、高度

経済成長期には、労働者らに混在作業を度々行わせたことから、工場内や船

内でなお多くの粉じんが生じていた。実際、昭和２９年当時、工場内や船内5 

の各所で許容濃度を上回る粉じんが生じ、有所見者もけい肺で４２名以上、

じん肺で２１名以上確認され、その後も同様の状況であった（甲１３２、１

３７～１４１、乙９０）。そして、じん肺有所見率は、昭和３５年以降、増

加していった。 

    これらの事実を総合すれば、一審被告は、本件労働者らに対して本件安全10 

配慮義務を負うようになった昭和２９年４月以降、必要な粉じん対策を、本

件労働者らの生命及び健康等に対する危険性が除去されるまで十分に尽くし

ていなかったと認められ、本件安全配慮義務に違反していたというべきであ

る。 

  ⑵ 安全配慮義務違反の終期 15 

    前記認定事実によれば、一審被告は、昭和２９年以降も長崎造船所で各種

粉じん対策を継続していたところ、昭和４８年以降は工場内や船内の粉じん

が減少するとともに、翌４９年にはじん肺有所見率も減少へ転じ、昭和５２

年には１％強まで減少した。 

    しかし、同年のじん肺有所見者は、なお５０名いた。また、一審被告は、20 

漸次的な粉じん対策を講じ続けた上、この頃から労働者らに再び混在作業を

行わせたことから、工場内や船内で再び粉じんが多く生じるようになり、じ

ん肺有所見率も昭和５３年に増加へ転じ、平成４年に約１１％となった。 

    もっとも、一審被告は、平成７年から平成２１年２月にかけて、４次に及

ぶ大型の粉じん対策として計約１７億円を投じる２００件以上の排気・換気25 

対策を講じたことから、じん肺の有所見率は平成１１年に約１３％まで、有
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所見者数も翌１２年に３９８名まで、それぞれ増加したが、その後は有所見

者数や有所見率が減り続け、平成３０年には５名となって１％を下回った。 

    これらの事実を総合すれば、一審被告は、大型の粉じん対策を講じていた

平成２１年２月までは、必要な粉じん対策を本件労働者らの生命及び健康等

に対する危険性が除去されるまで十分に尽くしていなかったと認められ、本5 

件安全配慮義務に違反していたというべきである。他方、一審被告は、上記

対策を終えた同年３月以降は、必要な粉じん対策を上記危険性が除去される

まで十分に尽くしていなかったと認められず、本件安全配慮義務に違反して

いたといえない。 

  ⑶ 一審被告の主張に対する判断 10 

   ア 一審被告は、昭和４９年以降、工場内や船内の粉じんが許容濃度を下回

っていた旨主張する。 

     証拠（甲１５５～１６０、乙１３３～１３８、４２３、４３６）によれ

ば、粉じん濃度の測定値は、昭和４９年以降、許容濃度をおおむね下回っ

ていたことが認められるところ、それが昭和５０年前後までは造船需要の15 

低下によるものであることは、前記３⑶認定のとおりである。 

     しかし、その後の測定値は、じん肺有所見者数・有所見率の増加やその

対策等をめぐる労働組合と一審被告間の交渉、一審被告による大型粉じん

対策の実施といった事実と整合しない。一審被告は、昭和５２年に単位作

業場所の粉じん濃度が均一でなければ粉じん作業地点から約２ｍ（＝1.520 

ｍ×√2）以内の地点でも粉じん濃度を測定する旨等を作業環境測定要領で

定め（乙４２３）、測定結果を年報で発表していたにもかかわらず、昭和

５６年から発表しなくなり（甲１５７～１６１）、粉じん作業地点から１

０ｍ以上離れた製造ブロック外の地点で粉じん濃度を測定していたことを

総合すれば（乙４３６）、粉じん濃度の測定値が許容濃度を下回るように25 

していたものと推認することができる。 
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     一審被告の上記主張は、採用することができない。 

   イ 一審被告は、平成以降に管理３へ進んだ管理２のじん肺有所見者が数名

にすぎなかったので、ほとんどがじん肺に罹患していなかった旨主張する。 

     弁論の全趣旨によれば、管理３のじん肺有所見者は、平成７年から平成

３０年までの２４年間に年平均約０．３名が確認されるにとどまったこと5 

が認められる。 

     しかし、管理２以上のじん肺有所見者は、後記第８の１⑵イのとおり、

じん肺への罹患が事実上推定され、この推定に合理的な疑いを抱かせる証

拠はない。じん肺は、治療方法がなく、一般に不可逆性の疾病ではあるが、

粉じんへの曝露を減らしたりなくしたりすることで進行を遅くすることは10 

可能であるところ（甲７０、乙２の１(49・109頁)、じん肺法２０条の３、

２１条参照）、一審被告は、前記３⑶認定のとおり、平成に入った頃から、

管理２のじん肺有所見者のうち約４分の１に作業転換等の措置を毎年講じ、

管理３への進行を防いでいたことがうかがわれる。 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 15 

 ６ したがって、一審被告は、昭和２９年４月から平成２１年２月までのうち本

件労働者らが長崎造船所の粉じん環境で就労していた期間、本件労働者らそれ

ぞれに対し、本件安全配慮義務に違反した。本件労働者らそれぞれに対する安

全配慮義務違反の期間をまとめると、別紙５認定判断表の安全配慮義務違反期

間欄記載のとおりとなる。 20 

第８ 争点②（じん肺及び続発性気管支炎への罹患等の有無）についての判断 

 １ じん肺への罹患の有無 

  ⑴ じん肺の種類及び特徴 

    原判決第５の３⑴を引用 

    ただし、ウ(イ)ａｂの各「線条影」をいずれも「線状影」と、エ(ア)の25 

「帰化」を「気化」と、それぞれ改める。 
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  ⑵ 管理区分決定によるじん肺への罹患の推定と反証の可否 

   ア 管理区分決定の流れとその効果等（乙１、２、５７） 

     常時粉じん作業に従事する労働者等は、３年又は１年に１回、じん肺健

康診断を受ける必要がある（じん肺法８条）。 

     上記健康診断を行う医師は、じん肺法令や旧労働省が作成したじん肺診5 

査ハンドブック（甲１）に基づき、粉じん作業職歴の調査とＸ線写真によ

る検査を行い、上記Ｘ線写真と同省が作成したじん肺標準Ｘ線フィルム

（甲１２７）を対比する。上記調査と当該対比によってじん肺やその疑い

の所見があると診断できると、胸部に関する臨床検査（既往歴の調査、胸

部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査）と肺機能検査（スパイロメトリ10 

ー及びフローボリューム曲線による検査等）等も行い、これらの結果を記

載したじん肺健康診断結果証明書（甲１２２）を作成する（じん肺法３条、

１２条、同施行規則４条、５条）。 

     じん肺に関し相当の学識経験を有する医師として任命された都道府県労

働局所属の地方じん肺診査医は、提出された上記Ｘ線写真と上記証明書を15 

基礎としつつも、必要があれば追加のＸ線写真や検査結果証明書等の提出

も受けた上で、診断又は審査をする。都道府県労働局長は、この診断又は

審査に基づき、じん肺の所見やじん肺による粒状影、不整形陰影又は大陰

影、肺機能障害の有無・程度等についての管理区分決定（管理１～４）を

する。この処分に不服がある事業者や労働者は、審査請求や取消訴訟で争20 

うことができる。（じん肺法４条、１３条、１８～２０条、３９条） 

     事業者は、管理２以上の管理区分決定を受けた労働者に対し、管理区分

に応じて、粉じん曝露低減措置や作業転換措置等の努力義務、作業転換措

置や転換手当支払、療養措置の義務を負う（じん肺法２０条の２～２３

条）。 25 

   イ 判断枠組み 
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     管理区分決定は、前記アのとおり、じん肺健康診断の担当医が国により

確立された調査と検査を行ってじん肺の所見の有無を診断し、じん肺の専

門医も必要な検査を追加するなどしてじん肺による陰影等の有無を更に診

断又は審査する方法によりされていること、また、事業者にじん肺の所見

がある労働者への各種義務を負わせる効果があり、審査請求や取消訴訟で5 

争われ得ること、さらに、３年又は１年に１回は見直しの機会があること

を総合すれば、慎重な判断の下にされているといえる。 

     これらの事情を総合すれば、管理２以上の管理区分決定を受けた労働者

は、反証等によってじん肺への罹患に合理的な疑いが生じない限り、管理

区分決定に相当する程度のじん肺に罹患したと事実上推定されるというべ10 

きである。 

  ⑶ 当てはめ 

    本件労働者ら１７名は、前提事実⑶のとおり、昭和５３年３月から平成２

７年１２月までの間に、１回目となる管理２の管理区分決定を受けたから、

遅くともその時期には管理２のじん肺に罹患したと事実上推定される。上記15 

決定の基礎となったじん肺健康診断担当医や地方じん肺診査医の診断・審査

が誤っていたことを認めるに足りる証拠等、本件労働者ら１７名がじん肺に

罹患したことに合理的な疑いを抱かせる証拠はない。 

  ⑷ 一審被告の主張に対する判断 

   ア 一審被告は、管理区分決定につき、①労働者の健康の保持その他福祉の20 

増進に寄与することを目的とした行政上の制度であり、肺の陰影と粉じん

曝露量や潜伏期間、経時的変化との整合性、他の疾患等による可能性が考

慮されずに機械的にされること、②Ｘ線写真が様々な組織の重なり像であ

る上、じん肺標準Ｘ線フィルムも経年劣化したり数が少なかったりして対

比が困難であることから、肺に管理区分相当の陰影のあることが推認され25 

るだけで、管理区分相当のじん肺に罹患していることは推認されない旨主
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張する。 

     しかし、①につき、じん肺法は、４条に「じん肺による」の文言が多数

あるとおり、じん肺に罹患した労働者についてのみ具体的な健康管理措置

を講じることを予定している（２０条の２～２３条）。また、じん肺法は、

肺の陰影と粉じん曝露量や潜伏期間、経時的変化との整合性、他の疾患等5 

による可能性についても、定期健康診断で行う粉じん作業職歴の調査やＸ

線写真による検査、臨床検査等で考慮することを予定している（３条、８

条）。このため、管理区分決定は機械的にされていたものではない。 

     また、②につき、証拠（甲１(38頁)、１２６、１２７、乙２の１(74頁)、

１０、２３）によれば、Ｘ線写真は様々な組織の重なり像であることやじ10 

ん肺標準Ｘ線フィルムも経年劣化しているとはいえない上に、むしろ二十

数枚もあることから、その対比に習熟を要することが認められる。しかし、

そのような状況下で、管理２以上の管理区分決定は、上記対比等によって

じん肺やその疑いの所見があると認められる労働者につき他の検査結果も

考慮した上でされることを考慮すれば、反証等によってじん肺への罹患に15 

合理的な疑いが生じない限り、管理区分決定に相当するじん肺に罹患した

と事実上推定されるというべきである（なお、じん肺に罹患していなかっ

たのに管理２の管理区分決定を受けたような事例を紹介する書籍もあるが

（乙１６）、当該人物がじん肺に罹患していなかったことを認めるに足り

る証拠はない。）。 20 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 

   イ 一審被告は、ＣＴがＸ線よりも高精度な検査であるところ、一審原告i

を除く本件労働者ら１７名の胸部ＣＴ画像には粒状影や不整形陰影がほと

んど認められず、大半は血管影なので、じん肺への罹患の推定が覆る旨主

張する。 25 

     証拠（甲９、７６、７９(44頁)、８０(17頁)、乙２(76頁)、１０、６８、
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６９、１８６、１８７、４５０）によれば、ＣＴ（Computed Tomography

コンピューター断層撮影）は、空間分解能が通常約０．３ｍｍまでであっ

てＸ線の約０．１ｍｍに劣るが、約０．５～１０ｍｍの厚さで撮影するの

で重なり像となりにくく、濃度分解能もＸ線より優れ、総合的にはＸ線よ

りも精度の高いことが認められる。そして、一審被告協力医は、一審原告5 

iを除く本件労働者ら１７名が１回目となる管理２の管理区分決定を受け

た後に撮影された胸部ＣＴ画像を読影した上で、粒状影や不整形陰影がほ

とんど認められず、認められても大半の陰影に連続性があり、血管影であ

る旨述べている（乙５４～５６、４１２、５７３、５８４、５８５）。 

     しかし、一審原告らの協力医は、上記ＣＴ画像でも粒状影や不整形陰影10 

が認められ、大半は血管影でもない旨述べているところ（甲２０３、２２

４、２４２）、多くの陰影に連続性があることを認めるに足りる証拠はな

い。仮に上記ＣＴ画像に粒状影や不整形陰影が映っていないとしても、そ

の大きさが約０．１～０．３ｍｍしかないために映らなかった可能性があ

る。その大きさが約０．３ｍｍを超えているとしても、ＣＴは、濃度等の15 

条件を調整して画像表示の対象を選択し得ることから、陰影の読影に適し

た条件に調整する必要があるところ（甲９、７６、７９(44頁)、乙２(76

頁)、６５～６７、１８６、５３９）、上記条件自体がいまだＸ線ほど確立

されていない上（甲７６、１０６、１１６）、上記ＣＴ画像が上記条件の

下に表示されたものであることを認めるに足りる証拠はない。本件労働者20 

ら１７名のＸ線写真を読影してきたじん肺健康診断担当医や地方じん肺診

査医は、前提事実⑶のとおり、１回目となる管理２の管理区分決定以来、

じん肺の所見があると診断し続けてきたことも併せ考慮すれば、上記Ｘ線

写真だけでなく上記ＣＴ画像にも粒状影や不整形陰影があったものと推認

することができる。 25 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 
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   ウ 一審被告は、本件労働者ら１７名の肺の所見が長崎造船所で従事した粉

じん作業の内容と整合しないので、じん肺への罹患の推定が覆る旨主張す

る。 

     しかし、証拠（甲Ａ３、９、１１、１２、Ｂ２、１０～１２、１５～１

７、Ｄ２、９～１１、Ｅ２、Ｆ２、１１、１３～１５、Ｇ４、６、１０、5 

１４～１６、Ｈ２、１１、１２、１７、１８、Ｉ２、７、９～１２、１５

～１７、Ｊ２、１１、１４、１６～１８、Ｋ３、１２、１５、１６、Ｌ２、

８、１２、１３、Ｍ４、７、１３、１４、Ｎ３、Ｏ２、７、１１～１３、

Ｐ４、８、１１～１３、Ｑ４、５、２０、２２、Ｓ２、６、１２、１４～

１６）によれば、本件労働者ら１７名の肺の所見は、溶接工肺や石綿肺、10 

けい肺等であることが認められるところ、前記第７の３⑵⑶のとおり、長

崎造船所では戦後から船殻・艤装作業や防熱作業、鋳造作業等で多くの粉

じんが生じ、混在作業も行われてきたから、本件労働者ら１７名は、従事

していない粉じん作業に対応するじん肺にも罹患し得たといえる。 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 15 

   エ 一審被告は、亡m1が肺サルコイドーシスに罹患していたので、同人にお

けるじん肺への罹患の推定が覆る旨主張する。 

     証拠（甲Ｍ１、３、４、８、１１、１２、１６、乙Ｍ１、２、１１、１

２、２０、２１）によれば、亡m1は、平成２４年１月には、右胸部痛でＣ

Ｔ検査を受けたところ、右側を優位とする両肺門リンパ節の腫大や両上肺20 

に粒状影、両下肺に線状網状影、両胸膜に石綿への曝露を示すプラーク等

が認められ、肺に肉芽腫ができる肺サルコイドーシス及びアスベストーシ

ス疑いと診断されたこと、平成２７年１２月には、上記線状網状影が不整

形陰影に当たるとして、管理２の管理区分決定がされたこと、平成２８年

２月には、Ｘ線写真から肺サルコイドーシスによる右肺門リンパ節の腫脹25 

が認められたが、石綿肺と続発性気管支炎への罹患も認められるとして、
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労災支給決定を受けたことが認められる。 

     上記認定事実を総合すれば、亡m1は、じん肺と肺サルコイドーシスの双

方に罹患していたといえる。じん肺が肺サルコイドーシスと両立し得ない

疾病であることを認めるに足りる証拠はない。 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 5 

   オ 一審被告は、亡n1が気腫合併肺線維症等に罹患していたので、同人にお

けるじん肺への罹患の推定が覆る旨主張する。 

     証拠（甲Ｎ１、５～７、１２～１４、１７～１９、乙Ｎ１、２、４、８

～１３、１６、２０～３２、４６、一審原告n3本人）によれば、亡n1は、

昭和３０年頃から１日３０本ほどの喫煙をし、平成７年８月に管理２の管10 

理区分決定がされたところ、遅くとも平成１６年以降、じん肺健康診断の

際に受けたＣＴ検査で上肺に気腫化、下肺に繊維化の所見がある旨指摘さ

れるようになったこと、平成２０年７月に続発性気管支炎への罹患も認め

られるとして労災支給決定を受け、この頃に喫煙もやめたこと、平成２１

年８月からは悪性関節リウマチ等の各種疾病で入退院を繰り返すようにな15 

るとともに、平成２２年１１月頃には肺がんにも罹患し、平成２４年３月、

肺がんに由来する肺炎で死亡したこと、同月に行われた病理解剖では、上

記所見と同様の所見が確認されたことが認められる。 

     上記認定事実を総合すれば、亡n1は、じん肺と悪性関節リウマチや肺が

ん等のいずれにも罹患していたといえる。じん肺が悪性関節リウマチや肺20 

がん等と両立し得ない疾病であることを認めるに足りる証拠はない。 

     一審被告協力医は、亡n1が長崎造船所の粉じん環境で就労していない前

提で喫煙を原因とする気腫合併肺線維症に罹患していた旨述べるが（乙５

６）、前記第７の２⒁のとおり、亡n1は長崎造船所の粉じん環境で就労し

ていたから、上記意見は前提を欠く。 25 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 
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 ２ 続発性気管支炎への罹患の有無 

  ⑴ 続発性気管支炎の特徴（甲１(20･98頁)、７０、２２３、乙１、２(45･53･

101頁)、５７、１６２） 

    続発性気管支炎は、じん肺法によって創設されたじん肺の合併症であり

（じん肺法２条２項、同施行規則１条３号）、じん肺診査ハンドブックによ5 

り、１年のうち３か月以上毎日のようにせきとたんがあり、かつ、たんの量

が多く、たんが膿性である疾病をいうものとされている。 

    じん肺に罹患すると、気道に慢性炎症性変化が生じ、せきやたんの出るこ

とが多く、その治療は不可能であるが、細菌に感染するなどして多くのせき

や膿性たんが出る場合、その治療は可能と考えられており、合併症として療10 

養の対象とする趣旨である（じん肺法２３条）。治療法としては、鎮がい去

たん薬や抗菌薬等が用いられる。 

    続発性気管支炎は、今日、じん肺の合併症の中で最も罹患者の多い合併症

である。 

  ⑵ 労災支給決定による続発性気管支炎への罹患の推定と反証の可否 15 

   ア 労災支給決定の流れとその効果等（甲１、２２２、乙２、５７、１６２） 

     じん肺健康診断を行う医師は、じん肺診査ハンドブックに基づき、胸部

の自覚症状の有無の検査で１年のうち３か月以上毎日のようにせきとたん

があることを認め、じん肺の所見もあって続発性気管支炎にかかっている

疑いがあると診断できると、たんに関する検査を行う。具体的には、起床20 

後おおむね１時間以内にたんを１回採取させ、量が３ｍℓ以上かつ膿を含

むものであることを確認できれば、続発性気管支炎に罹患していると判定

し、その結果も記載したじん肺健康診断結果証明書を作成する。（じん肺

法３条、同施行規則７条） 

     労働基準監督署所属の調査官は、提出された労災請求書類一式とＸ線写25 

真、上記証明書を基礎としつつも、必要があれば地方じん肺診査医に対し
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て意見を求め、じん肺健康診断担当医から診療録の提示等も受けるなどし

た上で、労働基準監督署長に対して調査結果を報告する。労働基準監督署

長は、この報告に基づき、労災支給・不支給決定をする。この処分に不服

がある労働者は、審査請求や再審査請求、取消訴訟で争うことができる。

（労働者災害補償保険法３８～４０条、４６～４９条） 5 

   イ 判断枠組み 

     続発性気管支炎に係る労災支給決定は、前記アのとおり、じん肺健康診

断の担当医が国により確立された検査を行って続発性気管支炎の罹患の有

無を判定し、労働基準監督署の調査官もじん肺の専門医の意見を求めるな

どして続発性気管支炎の罹患の有無を更に調査する方法によりされている10 

こと、また、労働者に給付請求権を生じさせる効果があり、審査請求や再

審査請求、取消訴訟で争われ得ること、さらに、３年又は１年に１回は管

理区分決定と共に見直しの機会があることを総合すれば、慎重な判断の下

にされているといえる。 

     これらの事情を総合すれば、続発性気管支炎に係る労災支給決定を受け15 

た労働者は、反証等によって続発性気管支炎への罹患に合理的な疑いが生

じない限り、罹患認定日に続発性気管支炎へ罹患したと事実上推定される

というべきである。 

  ⑶ 当てはめ 

   ア 亡p1を除く本件労働者ら１７名は、前提事実⑶のとおり、平成１９年１20 

０月から平成２８年５月までの間に続発性気管支炎へ罹患したとして最初

の労災支給決定を受けたから、遅くともその時期には続発性気管支炎に罹

患したと事実上推定される。上記決定の基礎となったじん肺健康診断担当

医の判定や労働基準監督署調査官の調査報告が誤っていたことを認めるに

足りる証拠等、亡p1を除く本件労働者ら１７名が続発性気管支炎に罹患し25 

たことに合理的な疑いを抱かせる証拠はない。 
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   イ 亡p1は、前提事実⑶タのとおり、平成２８年７月に続発性気管支炎へ罹

患したとして最初の労災支給決定を受けたが、そのたんに関する検査で朝

から昼にかけてたんを数回採取して提出したから（亡p1本人）、起床後お

おむね１時間以内に１回採取したたんとはいえず、亡p1がその時期に続発

性気管支炎に罹患したことに合理的な疑いを抱かせる証拠があるといえる。 5 

     もっとも、亡p1は、平成３１年１月９日、たんに関する検査で３ｍℓの

膿性痰（Ｐ２）を採取して提出し、続発性気管支炎に罹患していると判定

されたから（甲Ｐ１１）、遅くとも上記同日には続発性気管支炎に罹患し

たと認められる。亡p1が上記検査においてもたんを数回採取して提出する

など、上記判定が誤っていたことを認めるに足りる証拠はない。 10 

  ⑷ 一審被告の主張に対する判断 

   ア 一審被告は、労災支給決定につき、労働者の健康の保持その他福祉の増

進に寄与することを目的とした行政上の制度であり、細菌検査を要件とせ

ず、じん肺健康診断担当医によるたんの目視という簡便な方法で機械的に

されることから、続発性気管支炎に罹患したことは推認されない旨主張す15 

る。 

     しかし、労働者災害補償保険法は、疾病の場合、７条１項に「疾病…に

関する保険給付」の文言が複数あるとおり、疾病にかかった労働者につい

てのみ保険給付を行うことを予定している（１条）。また、じん肺診査ハ

ンドブック（甲１(98頁)）や労働者災害補償保険法（４９条等）は、たん20 

が出て、それが膿性であることについても、じん肺健康診断担当医による

目視だけでなく、同医による問診や聴診による臨床検査、労働基準監督署

調査官による診療録の検査等で考慮することを予定している。このため、

労災支給決定は機械的にされるものではない。 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 25 

   イ 一審被告は、本件労働者ら１７名のじん肺健康診断担当医において、①
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上記労働者らにせきとたんが３か月以上続くか経過観察していない、②管

理２で続発性気管支炎に罹患することはほとんどなく、罹患しても短期間

で治癒するのに、何年も罹患中と判定しているので、続発性気管支炎への

罹患の推定が覆る旨主張する。 

     しかし、①につき、続発性気管支炎は、じん肺法によって創設され、じ5 

ん肺診査ハンドブックによって具体化された疾病であるところ、じん肺診

査ハンドブックは、せきとたんが１年のうち３か月以上続くことを問診等

の臨床検査で確認することとし、３か月以上経過観察することを求めてい

ないから、経過観察は不要である。 

     また、②につき、証拠（甲２２２、乙２(53頁)）によれば、続発性気管10 

支炎は、細菌への感染だけでなく気管支壁の肥厚等も原因と考えられてお

り、症状の消長が繰り返され、難治性の疾病であることが認められる。管

理２で続発性気管支炎に罹患することはほとんどなく、罹患しても短期間

で治癒することを認めるに足りる証拠はない。本件労働者ら１７名も、前

提事実⑶のとおり、最初の労災支給決定以来、じん肺健康診断担当医から15 

続発性気管支炎に罹患していると判定され続けるとともに、国から治癒し

ていない前提で労災保険金を受給し続けてきたことを考慮すれば、細菌感

染以外の原因によって続発性気管支炎に罹患したものとうかがわれる。 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 

   ウ 一審被告は、一審原告a・d・g及び亡m1のじん肺健康診断担当医におい20 

て、上記労働者らの唾液や鼻水が採取されただけで、たんが採取されなか

ったのに、たんとして扱ったので、続発性気管支炎への罹患の推定が覆る

旨主張する。 

     証拠（甲２４０、乙４８２、４８３、Ａ２５、Ｄ９、Ｇ５、Ｍ６）によ

れば、一審原告a・d・g及び亡m1のじん肺健康診断担当医は、最初の各労25 

災支給決定を受けるに先立ち、上記労働者らによる肺がんへの罹患の有無
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を調べるため、提出された呼吸器の分泌液を喀痰細胞診検査に出したとこ

ろ、肺にある肺胞組織球が認められず、むしろ口内にある扁平上皮細胞が

多く認められ、検体として不適格との報告を受けたことが認められる。 

     しかし、上記報告は、検体が肺の分泌液でないことを意味するにすぎず、

下気道の分泌液であるたんでないことまで意味するものではない（乙５７5 

８、５７９）。じん肺診査ハンドブックは、前記アのとおり、提出された

呼吸器の分泌液がたんであることを目視や問診、聴診で確認することを予

定しており、本件労働者ら１７名のじん肺健康診断担当医も、たんの該当

性を目視や問診、聴診で確認していたものと認められる。 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 10 

   エ 一審被告は、本件労働者ら１７名のじん肺健康診断担当医において、当

該労働者らが細菌感染していないのに、膿性たんとして扱った、ＣＲＰ値

もほぼ正常値であり、抗菌薬も投与していないので、続発性気管支炎への

罹患の推定が覆る旨主張する。 

     証拠（乙６１７、Ａ３４、３８、Ｂ６、８、１３、Ｄ２、１０、１２、15 

Ｅ１９、２０、２８、Ｆ１０、１１、１３、２４、Ｇ２、７、１３、Ｈ１

０、１３、Ｉ１１、１８、２０、２２、Ｊ１７、１９、２６、Ｋ４、１８、

２１、Ｌ３、２１、３３、Ｍ７、８、２４、Ｎ１９、４３、４８、Ｏ１４、

１６、１７、２５、Ｐ５、Ｑ１６、１８、２５、Ｓ４、１１、１９）によ

れば、一審原告a・ｈを除く本件労働者ら１７名のじん肺健康診断担当医20 

は、最初の各労災支給決定を受けるに先立ち、上記労働者らによる細菌等

への感染の有無を調べるため、提出されたたんを細菌等検査に出したとこ

ろ、一審原告oと亡n1以外は目的とした細菌等が認められず、むしろ口腔

常在菌等が認められる旨の報告を受けたこと、本件労働者ら１７名は、当

時、炎症反応の有無・程度を示すＣＲＰ値がおおむね正常値で、その後も25 

抗菌薬を投与されていなかったことが認められる。 
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     しかし、上記報告は、検体に目的とした細菌等がなかったことを意味す

るにすぎず、およそ細菌等がなかったことを意味するものではない（甲２

４０）。また、続発性気管支炎は、前記イのとおり、細菌感染以外にも原

因があると考えられており、その場合は、細菌等検査で細菌等が認められ

ず、ＣＲＰ値も正常値となり、抗菌薬を投与する必要もないことになる。5 

上記認定事実を総合すれば、本件労働者ら１７名は、細菌感染以外の原因

によって続発性気管支炎に罹患したものと推認することができる。 

     一審被告の上記主張は、採用することができない。 

 ３ じん肺及び続発性気管支炎の増悪の有無 

   本件労働者ら１７名が罹患したじん肺は、合併症である続発性気管支炎への10 

罹患によって増悪したといえるが、これらの症状が増悪したことを認めるに足

りる証拠はない。 

 ４ したがって、本件労働者ら１７名は、遅くとも昭和５３年３月から平成２７

年１２月までの間には管理２のじん肺に罹患し、遅くとも平成１９年１０月か

ら平成３１年１月までの間には続発性気管支炎に罹患した。 15 

第９ 争点③（因果関係の有無）についての判断 

 １ じん肺、続発性気管支炎及び肺がんの罹患に要する期間 

   粉じん環境で作業に従事する労働者は、通常、管理２のじん肺に罹患するの

には約５～１０年以上を、続発性気管支炎に罹患するのには更にじん肺が進展

するのに要する期間を、肺がんに罹患するのには約１５年以上を、それぞれ要20 

すると言われている。（甲１(20頁)、３(56頁)、７０、８０(24･27頁)、１０９

(43頁)、乙２(29･146･155頁)、４８(29頁)、４９(9頁)、１９７、５８７） 

 ２ 判断枠組み 

  ⑴ 本件労働者らの要罹患期間 

    前記認定事実に前記第７の３で認定した長崎造船所におけるじん肺有所見25 

率の推移等も併せて考慮すれば、粉じん環境で作業に従事した本件労働者ら
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は、少なくとも、管理２のじん肺に罹患するのには７．５年を、続発性気管

支炎に罹患するのには１０年を、肺がんに罹患するのには１５年を、それぞ

れ要したものと認めるのが相当である（以下、この期間を「本件要罹患期間」

という。）。 

  ⑵ 本件安全配慮義務違反との因果関係 5 

   ア 本件労働者らが昭和２９年４月から平成２１年２月までの間でじん肺等

に罹患するまでの間に長崎造船所の粉じん環境での就労期間が本件要罹患

期間以上であった場合は、特段の事情がない限り、一審被告の本件安全配

慮義務違反と本件労働者らによるじん肺等の罹患との間に因果関係が認め

られる。 10 

     なお、本件労働者らがじん肺等に罹患するまでの間に他の事業所の粉じ

ん環境でも本件要罹患期間以上就労したとき（いわゆる択一的競合）は、

民法７１９条１項後段の類推適用により、上記事業所の安全配慮義務違反

と本件労働者らによるじん肺等の罹患との間にも因果関係が認められる可

能性があり、そうでないときは、当該因果関係が認められない。 15 

   イ 本件労働者らが昭和２９年４月から平成２１年２月までの間でじん肺等

に罹患するまでの間に長崎造船所の粉じん環境で本件要罹患期間以上就労

しなかった場合で、じん肺等に罹患するまでの間に他の事業所の粉じん環

境でも本件要罹患期間以上就労しなかったが、長崎造船所と他の事業所を

併せた粉じん環境で本件要罹患期間以上就労したとき（いわゆる重合的競20 

合）は、民法７１９条１項後段の類推適用と寄与度減責により、特段の事

情がない限り、一審被告の本件安全配慮義務違反と本件労働者らによるじ

ん肺等の罹患との間に一審被告の寄与度に応じた因果関係が認められる。 

   ウ 本件労働者らが昭和２９年４月から平成２１年２月までの間でじん肺等

に罹患するまでの間に長崎造船所の粉じん環境で本件要罹患期間以上就労25 

しなかった場合で、①じん肺等に罹患するまでの間に他の事業所の粉じん
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環境でも本件要罹患期間以上就労せず、長崎造船所と他の事業所を併せた

粉じん環境でも本件要罹患期間以上就労しなかったとき、②じん肺等に罹

患するまでの間に他の事業所の粉じん環境で本件要罹患期間以上就労した

ときは、特段の事情がない限り、一審被告の本件安全配慮義務違反と本件

労働者らによるじん肺等の罹患との間に因果関係が認められない。 5 

 ３ 当てはめ 

   前記判断枠組みで一審被告の本件安全配慮義務違反と本件労働者らによるじ

ん肺等の罹患との間の因果関係を検討すると、別紙５認定判断表の因果関係欄

記載のとおりとなる。すなわち、⑴一審原告ｈ及び亡e1・f1・p1によるじん肺

の各罹患、一審原告iによる続発性気管支炎の罹患については、前記２⑵ウ②10 

の理由により、因果関係が認められず、⑵亡e1による続発性気管支炎の罹患に

ついては、前記２⑵イの理由により、３８％（≒6.3年／計16.8年）の限度で

因果関係が認められ、⑶そのほかの本件労働者らによるじん肺等の罹患につい

ては、前記２⑵アの理由により、因果関係が認められる。この判断を覆すに足

りる特段の事情は認められない。 15 

 ４ 一審原告らの主張に対する判断 

   一審原告らは、じん肺法が定期的なじん肺健康診断の間隔を３年と定めてい

るので、本件要罹患期間は５年で足りる旨主張する。 

   しかし、訴訟上の因果関係は、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係

を是認し得る高度の蓋然性を要する（最高裁昭和４８年(オ)第５１７号同５０20 

年１０月２４日第二小法廷判決・民集２９巻９号１４１７頁参照）。管理２の

じん肺に罹患するには、前記１のとおり、通常、約５～１０年以上を要すると

言われている上、前記第７の３⑶のとおり、一審被告が大型の粉じん対策を講

じ始めてじん肺有所見率が減少し始めるのに７年、上記粉じん対策を完了して

じん肺有所見率が１％を下回るのに９年弱を要したことにも照らせば、長崎造25 

船所において５年で管理２のじん肺に罹患する高度の蓋然性があったとはいえ
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ない。じん肺法８条が定期健康診断の間隔を最長３年と定めているのは、いか

なる粉じん作業が行われている事業場であっても、じん肺有所見者を早期に発

見して適切な健康管理のための措置を講じることができるようにする趣旨であ

り（甲１０９(43頁)、乙１(137頁)）、長崎造船所が３～５年で管理２のじん肺

に罹患するような事業場であったことを認めるに足りる証拠はない。 5 

   一審原告らの上記主張は、採用することができない。 

 ５ 一審被告の主張に対する判断 

  ⑴ 一審被告は、他の事業所での粉じん環境職歴がある本件労働者らにつき、

広く寄与度減責をすべき旨主張する。 

    しかし、本件労働者らは、前記２⑵アのように長崎造船所の粉じん環境で10 

本件要罹患期間以上就労した場合、その期間だけでじん肺等に罹患し得るか

ら、因果関係の一部不存在を認めることができず、寄与度減責をする理由が

ない。 

    一審被告の上記主張は、採用することができない。 

  ⑵ 一審被告は、亡c1・n1につき、重度の喫煙によって肺がんに罹患したので、15 

因果関係がなく、少なくとも寄与度減責をすべき旨主張する。 

    証拠（甲Ｃ３、乙５３、１９９～２０１、３６１、Ｃ１、２、５）によれ

ば、喫煙は肺がんの主な要因であるとともに、累積喫煙量と肺がんの罹患率

との間には相関関係があること、１日の喫煙本数に喫煙年数を乗じた喫煙指

数（ブリンクマン指数）が４００を超えると肺がんに罹患する危険性が高ま20 

り、６００を超えると重度の喫煙として上記危険性が更に高まると言われて

いること、亡c1は、昭和３９年頃から平成２３年頃まで、１日３５本ほどの

喫煙をしていたこと（喫煙指数１６４５(＝35本×47年)）が認められる。ま

た、亡n1は、第８の１⑷オのとおり、昭和３０年頃から平成２０年頃まで、

１日３０本ほどの喫煙をしていた（喫煙指数１５９０(＝30本×53年)）。 25 

    しかし、亡c1は、平成２７年１０月、久保工業等で石綿にさらされる業務
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に従事したことにより平成２６年３月から原発性肺がんに罹患しているとし

て、労災支給決定を受けた（前提事実⑶ウ、甲Ｃ１０、１１）。また、亡n1

の遺族も、平成２４年９月、亡n1がじん肺の合併症としての原発性肺がんに

罹患して死亡したとして、労災支給決定を受けた（前提事実⑶セ）。このた

め、亡c1・n1は、労災支給決定による続発性気管支炎への罹患の推定（前記5 

第８の２⑵）と同様、いずれも、長崎造船所の粉じん環境で就労したことに

よって肺がんに罹患したと事実上推定され、これに合理的な疑いを抱かせる

証拠はない。 

    かえって、厚生労働省は、平成２４年３月以来、１年以上石綿を用いた防

熱作業との混在作業等を含む石綿曝露作業に従事し、作業開始から１０年以10 

上経過して発症した原発性肺がんにつき、乾燥肺重量１ｇ当たり５０００本

以上の石綿小体が認められる場合等は業務起因性を認める旨の通達を施行し

ているところ、亡c1・n1の肺からは、乾燥肺重量１ｇ当たり、亡c1で５６０

４本、亡n1で７４２６本の各石綿小体が認められた（甲Ｃ１２、Ｎ１８、乙

５１）。上記通達が不合理なものであることを認めるに足りる証拠はない。 15 

    そうすると、亡c1・n1は、前記２⑵アのように長崎造船所の粉じん環境で

本件要罹患期間以上就労したことにより、肺がんに十分罹患し得たといえる

から、因果関係の全部又は一部の不存在を認めることができず、因果関係を

否定する理由や寄与度減責をする理由がない。 

    一審被告の上記主張は、採用することができない。 20 

 ６ したがって、⑴一審原告ｈ及び亡e1・f1・p1によるじん肺の各罹患、一審原

告iによる続発性気管支炎の罹患については、因果関係が認められず、⑵亡e1

による続発性気管支炎の罹患については、３８％の限度で因果関係が認められ、

⑶そのほかの本件労働者らによるじん肺等の罹患については、因果関係が認め

られる。 25 

第１０ 争点④（損害の有無及び額）についての判断 
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 １ 判断枠組み 

   証拠（甲Ａ８、Ｂ９、Ｃ１６、Ｄ８、Ｅ７、Ｆ４、Ｇ１３、Ｈ１０、Ｉ５、

Ｊ１２、Ｋ１１、Ｌ７、Ｍ１０、Ｎ１９、Ｏ６、Ｐ１０、Ｑ１９、Ｓ１１、一

審原告a及び亡c1・e1・m1・n1・q1を除く本件労働者ら並びに一審原告e2・n3

・q2各本人）によれば、本件労働者らは、じん肺や続発性気管支炎、肺がんに5 

より、頻発するせきやたん、息切れ等に悩まされるとともに、今後の増悪や死

亡を恐れてきたこと、特に亡c1・n1は、肺がんが増悪して死亡したことが認め

られ、各疾病の種類や進行等に対応する精神的損害を被ったといえる。 

   上記認定事実に、一審原告らが労災支給分を除くと慰謝料と弁護士費用のみ

を請求していることなど本件に現れた一切の事情を併せて総合すれば、慰謝料10 

は、①本件安全配慮義務違反によって管理２のじん肺に罹患した者を９００万

円、②本件安全配慮義務違反によって続発性気管支炎に罹患した者を４００万

円、③本件安全配慮義務違反によって肺がん等に罹患し、かつ、その疾病によ

って死亡した者を２５００万円とし、必要な寄与度減責をして算定するのが相

当である。その上で、損害額は、後記第１１で必要な過失相殺をし、後記第１15 

２で時効消滅していない場合、その残額に１割の弁護士費用を加えて算定する

のが相当である。 

 ２ 当てはめ 

   前記判断枠組みで本件労働者らの慰謝料を算定すると、別紙５認定判断表の

慰謝料（過失相殺前）欄記載のとおりとなる。すなわち、⑴亡e1については、20 

前記１②と寄与度減責の理由により、１５２万円（＝400万円×0.38）、⑵一審

原告ｈ及び亡f1・p1については、前記１②の理由により、各４００万円、⑶一

審原告iについては、前記１①の理由により、９００万円、⑷亡c1・n1につい

ては、前記１③の理由により、各２５００万円、⑸そのほかの本件労働者らに

ついては、前記１①②の理由により、各１３００万円となる。 25 

 ３ 当事者の主張に対する判断 
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  ⑴ 一審原告らは、慰謝料の額を同種裁判例での認容額や特定石綿被害建設業

務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律所定の基準慰謝料額、交通

事故慰謝料額を考慮し、少なくとも一律２８００万円とすべき旨主張する。 

    しかし、本件労働者らが被った精神的損害は、前記１のとおり、各疾病の

種類や進行等に関係なく同程度であるとはいえない。また、本件慰謝料の額5 

は、上記基準慰謝料額を上回っている上、同種裁判例での認容額や交通事故

慰謝料額に比べて必ずしも少ないとはいえない。 

    一審原告らの上記主張は、採用することができない。 

  ⑵ 一審被告は、慰謝料額の算定に当たり、労災支給金を考慮すべき旨主張す

る。 10 

    本件慰謝料は、本件労働者らが被った精神的損害を補填するものであって、

財産的損害を補填する労災支給金と異なる。一審原告らが他に請求しないこ

とによって財産的損害を実質的に補填するものであったとしても（最高裁平

成元年(オ)第１６６７号同６年２月２２日第三小法廷判決・民集４８巻２号

４４１頁参照）、労災支給金は逸失利益を含まないなど財産的損害の一部し15 

か補填しないから、労災支給金を考慮する理由がない。 

    一審被告の上記主張は、採用することができない。 

 ４ したがって、本件労働者らに生じた過失相殺前の慰謝料の額は、⑴亡e1が１

５２万円、⑵一審原告ｈ及び亡f1・p1が各４００万円、⑶一審原告iが９００

万円、⑷亡c1・n1が各２５００万円、⑸そのほかの本件労働者らが各１３００20 

万円となる。 

第１１ 争点⑤（過失相殺の可否及び割合）についての判断 

 １ 喫煙による過失相殺 

  ⑴ 喫煙のじん肺等に対する影響の有無と対策の経緯等 

    かねてより、喫煙のじん肺に対する影響は未解明であるが、続発性気管支25 

炎や肺がん等に対する影響はあると言われていた。このため、就労先等から
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管理２以上の管理区分決定が通知された労働者には、続発性気管支炎等への

罹患を防ぐため、禁煙の指導等が行われることがあった。また、平成１７年

には、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約が発効し、たばこの包装

へ健康に対する具体的な警告が大きく表示されるようになった（以下、この

表示を「警告表示」という。）。（甲２１６(62頁)、２２０、乙２(49頁)、３、5 

５３） 

  ⑵ 本件労働者ら９名及び亡c1の喫煙歴等 

    前記認定事実に後記証拠によって認められる事実を併せて総合すれば、次

のとおりとなる。 

   ア 一審原告ｂは、昭和３５年頃から平成１６年頃まで、１日１５本ほどの10 

喫煙をし（喫煙指数６６０(＝15本×44年)）、その間の昭和６１年４月に

管理２の管理区分決定が通知された。（甲Ｂ２、５、９） 

   イ 亡c1は、昭和３９年頃から平成２３年頃まで、１日３５本ほどの喫煙を

し（喫煙指数１６４５(＝35本×47年)）、その間の平成１７年にたばこの

包装へ警告表示がされるようになった。（前記第９の５⑵） 15 

   ウ 亡e1は、昭和３８年頃から平成２１年頃まで、１日３０本ほどの喫煙を

し（喫煙指数１３８０(＝30本×46年)）、その間の平成１７年にたばこの

包装へ警告表示がされるようになった。（甲Ｅ２、乙Ｅ１６、１７、２４） 

   エ 亡f1は、昭和４７年頃から平成２７年頃まで、１日２０本ほどの喫煙を

し（喫煙指数８６０(＝20本×43年)）、その間の昭和５４年１０月に管理20 

２の管理区分決定が通知された。（甲Ｆ２、４、乙Ｆ７） 

   オ 一審原告ｈは、昭和３２年頃から平成１６年頃まで、１日２５本ほどの

喫煙をしたが（喫煙指数１１７５(＝25本×47年)）、その間には管理２の

管理区分決定が通知されず、平成１８年９月に通知された。（甲Ｈ５、１

０、乙Ｈ１、２） 25 

   カ 一審原告iは、昭和４１年頃から平成２６年頃まで、１日２０本ほどの
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喫煙をし（喫煙指数９６０(＝20本×48年)）、その間の平成１７年にたば

この包装へ警告表示がされるようになった。（甲Ｉ２、乙Ｉ６、１１、１

２、１４、１６） 

   キ 一審原告ｋは、昭和３８年頃から平成２３年頃まで、１日２０本ほどの

喫煙をし（喫煙指数９６０(＝20本×48年)）、その間の共栄工業での就労5 

期間中にじん肺に罹患している旨が通知された。（甲Ｋ３、１１、乙Ｋ９） 

   ク 亡m1は、昭和２７年頃から平成４年頃まで、１日１５本ほどの喫煙をし

たが（喫煙指数６００(＝15本×40年)）、その間には管理区分決定がされ

なかった。（甲Ｍ４） 

   ケ 亡n1は、昭和３０年頃から平成２０年頃まで、１日３０本ほどの喫煙を10 

し（喫煙指数１５９０(＝30本×53年)）、その間の遅くとも平成１０年に

管理２の管理区分決定が通知された。（前記第９の５⑵、甲Ｎ１、１９） 

   コ 亡p1は、昭和３５年頃から平成２７年頃まで、１日１５本ほどの喫煙を

し（喫煙指数８２５(＝15本×55年)）、その間の平成７年８月に管理２の

管理区分決定が通知された。（甲Ｐ４、５、１０、乙Ｐ２～５） 15 

  ⑶ 判断枠組み 

    前記認定事実に前記第９の５⑵で認定した喫煙指数と肺がんに罹患する危

険性の関係等も併せて考慮すれば、管理２以上の管理区分決定が通知された

りたばこの包装へ警告表示がされるようになったりした後も喫煙をし、続発

性気管支炎や肺がんに罹患する前に喫煙指数６００以上の重喫煙者になった20 

労働者には、過失があり、民法４１８条により、上記疾病の慰謝料から１割

の過失相殺をするのが相当である（なお、第１０の１③の場合は、罹患の経

緯を問わず、全体の慰謝料から１割の過失相殺をするのが公平の見地から相

当である。）。 

  ⑷ 当てはめ 25 

    一審原告ｈ・i及び亡m1を除く本件労働者ら９名並びに亡c1は、管理２の
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管理区分決定等が通知されたりたばこの包装へ警告表示がされるようになっ

たりした後も喫煙をし、続発性気管支炎や肺がんに罹患する前に重喫煙者に

なったから、上記疾病の慰謝料から１割の過失相殺をするのが相当である。 

    他方、一審原告ｈ及び亡m1は、続発性気管支炎に罹患する前に重喫煙者に

なったが、管理２の管理区分決定が通知されたりたばこの包装へ警告表示が5 

されるようになったりした後に喫煙をしていないから、続発性気管支炎の慰

謝料から過失相殺をするのが相当でない。 

    また、一審原告iは、たばこの包装へ警告表示がされるようになった後も

喫煙をし、続発性気管支炎に罹患する前に重喫煙者になったが、一審被告と

の関係では上記疾病の慰謝料請求権を有していないから、過失相殺をするの10 

が相当でない。 

    その結果、本件労働者ら９名及び亡c1の慰謝料は、別紙５認定判断表の慰

謝料（過失相殺後）欄記載のとおりとなる。 

  ⑸ 一審被告の主張に対する判断 

    一審被告は、本件労働者らのうち亡c1など喫煙指数が特に大きな者につき、15 

１割を超える過失相殺をすべき旨主張する。 

    しかし、粉じんやじん肺の続発性気管支炎・肺がんに対する影響度と喫煙

の続発性気管支炎・肺がんに対する影響度の優劣は、未解明であることに照

らせば（甲２２０）、１割を超える過失相殺をするのが相当とはいえない。 

    一審被告の上記主張は、採用することができない。 20 

 ２ 続発性気管支炎を治療しないことによる過失相殺 

   本件労働者ら１７名は、前記第８の２⑷エのとおり、細菌感染以外の原因に

よって続発性気管支炎に罹患したから、抗菌薬の投与を受ける必要があったと

はいえず、過失が認められない。 

 ３ したがって、本件労働者らに生じた過失相殺後の慰謝料の額は、⑴亡e1が１25 

３６万８０００円、⑵亡f1・p1が各３６０万円、⑶一審原告ｈが４００万円、
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⑷一審原告iが９００万円、⑸一審原告ｂ・ｋが各１２６０万円、⑹亡c1・n1

が各２２５０万円、⑺そのほかの本件労働者らが各１３００万円となる。 

第１２ 争点⑥（消滅時効の成否）についての判断 

 １ 判断枠組み 

   雇用者の安全配慮義務違反によってじん肺に罹患したことを理由とする損害5 

賠償請求権の消滅時効は、管理区分についての最終の行政上の決定を受けた時

から進行する（前記最高裁平成６年２月２２日判決参照）。また、雇用者の安

全配慮義務違反により罹患したじん肺によって死亡したことを理由とする損害

賠償請求権の消滅時効は、死亡の時から進行する（最高裁平成１３年(受)第１

７５９号同１６年４月２７日第三小法廷判決・裁判集民事２１４号１１９頁参10 

照）。 

   さらに、じん肺法上の合併症に罹患した場合についても、じん肺によって当

該合併症に罹患する蓋然性は医学的に不明である上、従前の病状に基づく損害

とは質的に異なるから、上記平成１６年４月２７日判決の理は同様に妥当し、

最初の労災支給決定を受けた時から進行するものと解される。 15 

 ２ 当てはめ 

   亡c1・p1を除く本件労働者らは、前提事実⑶⑷のとおり、平成２０年１月か

ら平成２８年７月までの間に続発性気管支炎に係る最初の労災支給決定を受け

たりじん肺によって死亡したりし、同年４月から平成２９年６月までの間に本

件訴えを提起したから、その法的性質を債務不履行とする本件安全配慮義務違20 

反に基づく損害賠償請求権の消滅時効は完成していない。 

   他方、亡c1は、じん肺やその合併症に罹患していないから、前記判断枠組み

が妥当しない。もっとも、亡c1は、前提事実⑶ウのとおり、平成２６年３月に

肺がんに罹患し、平成２８年４月に本件訴えを提起したから、上記消滅時効は

完成していない。 25 

   また、亡p1は、前提事実⑶タのとおり、平成２８年１１月に続発性気管支炎



51 

に係る最初の労災支給決定を受けたものの、前記第８の２⑶イのとおり、その

時に続発性気管支炎に罹患していたとは認められないから、前記判断枠組みが

妥当しない。もっとも、亡p1は、同イ及び前提事実⑷のとおり、同年７月に本

件訴えを提起し、平成３１年１月までに続発性気管支炎に罹患したから、上記

消滅時効は完成していない。 5 

 ３ したがって、消滅時効は、いずれも未完成である。 

第１３ まとめ 

 １ 本件労働者らの最終的な損害額（元金）は、１割の弁護士費用を加え、別紙

５認定判断表の損害額（相続前）欄記載のとおりとなる。すなわち、⑴亡e1が

１５０万４８００円、⑵亡f1・p1が各３９６万円、⑶一審原告ｈが４４０万円、10 

⑷一審原告iが９９０万円、⑸一審原告ｂ・ｋが各１３８６万円、⑹亡c1・n1

が各２４７５万円、⑺そのほかの本件労働者らが各１４３０万円となる。 

 ２ 一審原告らの最終的な損害額（元金）は、別紙５認定判断表の損害額（相続

後）欄記載のとおりとなる。すなわち、⑴一審原告e3・e4・e5・e6・e7が各１

５万０４８０円、⑵一審原告e2が７５万２４００円、⑶一審原告f1承継人f3・15 

f4及び同p1承継人p3・p4が各９９万円、⑷一審原告s1承継人s2・s3が各１４３

万円、⑸一審原告f1承継人f2及び同p1承継人p2が各１９８万円、⑹一審原告q2

・q3・q4・q5が各２８６万円、⑺一審原告ｈが４４０万円、⑻一審原告n2・n3

・n４が各８２５万円、⑼一審原告iが９９０万円、⑽一審原告c2・c3が各１２

３７万５０００円、⑾一審原告ｂ・ｋが各１３８６万円、⑿一審原告a・d・g20 

・ｊ・ｌ・m2・o・rが各１４３０万円となる。 

第１４ 結論 

   以上によれば、一審原告らの請求は、債務不履行に基づき、別紙２認容額等

一覧表の認容元金欄記載の慰謝料等及びこれに対する当該一覧表の認容起算日

欄記載の日（一審原告p1承継人p2・p3・p4は訴状送達後に損害が生じた日の翌25 

日、そのほかの一審原告らは訴状送達日の翌日）から支払済みまで年５分の割
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合による遅延損害金の各支払を求める限度で理由があり、そのほかはいずれも

理由がない。 

   よって、原判決から増額又は一部認容とすべき別紙２認容額等一覧表の一審

原告Ａ及びＢ欄記載の一審原告らの各控訴、及び、原判決から減額とすべき一

審被告の同一覧表の一審原告Ｃ欄記載の一審原告に対する控訴に基づいて原判5 

決を変更し、そのほかの各控訴をいずれも棄却することとして、主文のとおり

判決する。 

   福岡高等裁判所第４民事部 

 

        裁判長裁判官    松   田   典   浩 10 

 

 

 

           裁判官    志   賀       勝 

 15 

 

 

    裁判官穗苅学は、転補のため署名押印することができない。 

 

 20 

 

               裁判長裁判官    松   田   典   浩 

 

別紙１「当事者目録」は、掲載省略 

  25 



元金 起算日 元金 起算日

一審原告a 3080万円 平成28年5月17日 1430万円 平成28年5月17日

一審原告c2 1540万円 同上 1237万5000円 同上

一審原告c3 1540万円 同上 1237万5000円 同上

一審原告d 3080万円 同上 1430万円 同上

一審原告i 3080万円 同上 990万円 同上

一審原告k 3080万円 同上 1386万円 同上

一審原告m2 3080万円 同上 1430万円 同上

一審原告n2 1026万6666円 同上 825万円 同上

一審原告n3 1026万6666円 同上 825万円 同上

一審原告n4 1026万6666円 同上 825万円 同上

一審原告q2 616万円 平成28年9月10日 286万円 平成28年9月10日

一審原告q3 616万円 同上 286万円 同上

一審原告q4 616万円 同上 286万円 同上

一審原告q5 616万円 同上 286万円 同上

一審原告r 3080万円 平成29年6月16日 1430万円 平成29年6月16日

一審原告s1承継人s2 308万円 平成28年9月10日 143万円 平成28年9月10日

一審原告s1承継人s3 308万円 同上 143万円 同上

一審原告e2 1540万円 平成28年5月17日 75万2400円 平成28年5月17日

一審原告e3 308万円 同上 15万0480円 同上

一審原告e4 308万円 同上 15万0480円 同上

一審原告e5 308万円 同上 15万0480円 同上

一審原告e6 308万円 同上 15万0480円 同上

一審原告e7 308万円 同上 15万0480円 同上

一審原告g 3080万円 同上 1430万円 同上

一審原告l 3080万円 同上 1430万円 同上

一審原告f1承継人f2 1540万円 平成28年5月17日 198万円 平成28年5月17日

一審原告f1承継人f3 770万円 同上 99万円 同上

一審原告f1承継人f4 770万円 同上 99万円 同上

一審原告p1承継人p2 1540万円 平成28年8月5日 198万円 平成31年1月10日

一審原告p1承継人p3 770万円 同上 99万円 同上

一審原告p1承継人p4 770万円 同上 99万円 同上

Ｃ(減額に) 一審原告h 3080万円 平成28年5月17日 440万円 平成28年5月17日

一審原告b 3080万円 同上 1386万円 同上

一審原告j 3080万円 同上 1430万円 同上

一審原告o 3080万円 同上 1430万円 同上

※網掛け部分は、当審主文の対象外だが、原審主文を参考記載

請求 認容

Ｄ
(同額)

（別紙２）

認容額等一覧表

一審原告

Ａ
(増額に)

Ｂ
(一部認容

に)

53



54

（別紙３） 

            訴 訟 費 用 目 録 

 

 １ 第一、二審を通じて、一審原告a、同d、同g、同ｋ、同ｌ、同m2又は同rに生

じた費用の２分の１及び一審被告に生じた費用の３６０分の１０をそれぞれ同5 

一審原告の負担とする。 

 ２ 第一、二審を通じて、一審原告c2又は同c3に生じた費用の５分の１及び一審

被告に生じた費用の各３６０分の２をそれぞれ同一審原告の負担とする。 

 ３ 第一、二審を通じて、一審原告e2に生じた費用の２０分の１９及び一審被告

に生じた費用の３６０分の１０を同一審原告の負担とする。 10 

 ４ 第一、二審を通じて、一審原告e3、同e4、同e5、同e6又は同e7に生じた費用

の２０分の１９及び一審被告に生じた費用の各３６０分の２をそれぞれ同一審

原告の負担とする。 

 ５ 第一、二審を通じて、一審原告ｈに生じた費用の１０分の９及び一審被告に

生じた費用の３６０分の１８を同一審原告の負担とする。 15 

 ６ 第一、二審を通じて、一審原告iに生じた費用の１０分の７及び一審被告に

生じた費用の３６０分の１４を同一審原告の負担とする。 

 ７ 第一、二審を通じて、一審原告n2、同n3又は同n４に生じた費用の５分の１

及び一審被告に生じた費用の各３６０分の１をそれぞれ同一審原告の負担とす

る。 20 

 ８ 第一、二審を通じて、一審原告q2、同q3、同q4又は同q5に生じた費用の２分

の１及び一審被告に生じた費用の各３６０分の２をそれぞれ同一審原告の負担

とする。 

 ９ 第一、二審を通じて、一審原告s1承継人s2又は同s3に生じた費用の２分の１

及び一審被告に生じた費用の各３６０分の１をそれぞれ同一審原告の負担とす25 

る。 
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１０ 第一、二審を通じて、一審原告f1承継人f2又は同p1承継人p2に生じた費用の

１０分の９及び一審被告に生じた費用の各３６０分の９をそれぞれ同一審原告

の負担とする。 

１１ 第一、二審を通じて、一審原告f1承継人f3、同f4、同p1承継人p3又は同p4に

生じた費用の１０分の９及び一審被告に生じた費用の各３６０分の５をそれぞ5 

れ同一審原告の負担とする。 

１２ 第一、二審を通じて、上記１ないし１１の一審原告らに生じたその余の各費

用及び一審被告に生じた費用の３６０分の１２３を一審被告の負担とする（な

お、第一、二審を通じて、一審被告に生じたその余の費用（３６０分の６０）

は、一審被告のその余の一審原告ら（一審原告ｂ、同ｊ及び同o）に関する訴10 

訟費用と認める。）。 

１３ 一審原告ｂ、同ｊ又は同oの控訴費用はそれぞれ同一審原告の、一審被告の

同一審原告に関する控訴費用はいずれも一審被告の、各負担とする。 

以 上 

 15 
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（別紙４） 

            不 服 目 録 

 

１ 争点①（安全配慮義務違反の有無）について 

 （一審原告らの主張） 5 

 ⑴ 下請・孫請企業への所属が認められなかった者 

   亡  c1  平成２１年 １月～平成２２年 ９月 豊工業 

           平成２２年１０月～平成２３年１１月 大丸工業 

   一審原告g  昭和３２年 ４月～昭和３６年 ５月 丸井工業 

           平成１２年 ７月～平成１５年 ４月 日装 10 

   一審原告ｈ  昭和４０年１２月～昭和４３年１１月 日本商工 

   亡  p1  平成１３年 ２月～平成１８年 ８月 一ノ瀬商会 

 ⑵ 長崎造船所での就労が認められなかった者 

   亡  n１      昭和４７年 ９月～昭和５０年 ９月 

           昭和５１年 ４月～昭和５２年 ５月 小柳組 15 

           昭和５２年 ７月～昭和５３年 ３月  

           昭和５３年 ７月～昭和５３年 ８月 

           昭和５４年 ８月～昭和５６年 ２月 興洋工業 

 ⑶ 粉じん作業への従事が認められなかった者 

   亡  c1  平成１２年１０月～平成１５年 ９月 久保工業 20 

 （一審被告の主張） 

 ⑴ 下請・孫請企業への所属、長崎造船所での就労及び粉じん作業への従事が認

められた者 

   一審原告a  昭和３２年 ７月～昭和４０年 ３月 大和工業 

           昭和４２年 ７月～昭和４４年 ６月 小柳組 25 

   亡  c1  昭和３９年 ３月～昭和４０年 ４月 丸菱商会 
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           昭和５５年 ３月～平成１２年 ９月 久保工業 

   一審原告g  昭和３６年 ６月～昭和４１年１２月 日本冷熱工産工業部 

           昭和４２年 １月～平成１２年 ６月 日本冷熱 

   一審原告ｈ  昭和４３年１２月～昭和４４年 ３月 大丸工業 

           昭和４４年 ４月～昭和４５年 ５月 日本冷熱 5 

   一 審 原 告 ｋ  昭和４１年 ５月～昭和５１年 ３月 宝和工業 

   一審原告ｌ   昭和３７年 ６月～昭和４１年１２月 吉本協運 

           昭和４２年 １月～平成１２年 １月 日本冷熱 

           平成１２年 ２月～平成１４年 ３月 日装 

           平成１４年 ４月～平成１６年 ３月 船舶メンテナンス 10 

   亡  n1      昭和３６年１１月～昭和４１年 ６月 大丸工業 

   一 審 原 告 o  昭和３７年 １月～昭和３７年 ２月 崎陽工業 

           昭和３９年 ３月～昭和４１年 ５月 吉本協運 

           昭和４２年 ５月～昭和４９年 ２月 丸菱商会本部 

           昭和５５年 ５月～昭和５７年 ４月 長田工業 15 

   亡  p1  昭和３６年 ２月～昭和３７年 ５月 日本冷熱工産工業部 

           平成 ６年１１月～平成 ８年 ８月 港栄船舶 

           平成 ８年 ９月～平成１２年 ２月 小浜総業 

 ⑵ 長崎造船所での就労及び粉じん作業への従事が認められた者 

   亡  n1  平成１３年１２月～平成１４年１２月 興洋工業 20 

 ⑶ 粉じん作業への従事が認められた者 

   亡  e1  平成１４年 １月～平成２０年 ４月 奥田工業所 

   亡  m1  昭和４５年 ５月～昭和４８年１２月 松石電設工業 

         昭和５５年 １月～平成 ６年 ９月 

   亡  n1  昭和４１年 ７月～昭和４４年１１月 興洋工業 25 

   亡  q1  昭和３７年 ３月～昭和４１年 ２月 長崎木装 
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           昭和４１年 ７月～昭和５０年１２月 日電 

           昭和５１年１１月～昭和５３年１０月 長崎木装 

           昭和５７年１１月～昭和６１年 ３月 

   一審原告r  昭和２９年 ４月～昭和４２年 １月 長崎木装 

           昭和４５年 ２月～昭和４７年 ６月 向井組 5 

   亡  f1  平成 ９年 ２月～平成２１年 ６月 新星興業 

２ 争点②（じん肺及び続発性気管支炎への罹患等の有無）について 

 （一審原告らの主張） 

 ⑴ じん肺への罹患・増悪が認められなかった者 

   一審原告a・d・ｋ・ｌ・r、亡m1・q1 10 

 ⑵ 続発性気管支炎への罹患・増悪が認められなかった者 

   一審原告a・d・g・ｋ・ｌ・r、亡m1・q1・p1 

 （一審被告の主張） 

 ⑴ じん肺への罹患が認められた者 

   一審原告ｂ・g・ｈ・ｊ・o、亡e1・n1・f1・p1 15 

 ⑵ じん肺に至らない程度の健康被害が認められた者 

   一審原告a・d・ｋ・r、亡m1・q1 

 ⑶ 続発性気管支炎への罹患が認められた者 

   一審原告ｂ・ｈ・i・ｊ・o、亡e1・n1・f1 

 ⑷ 続発性気管支炎に類する症状が認められた者 20 

   一審原告d・ｋ・r、亡q1 

３ 争点③（因果関係の有無）について 

 （一審原告らの主張） 

 ⑴ 因果関係が認められなかった者 

   亡e1・f1・p1 25 

 ⑵ 寄与度減責がされた者 
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   一審原告ｈ・i、亡c1 

 （一審被告の主張） 

  ⑴ 因果関係が認められた者 

   一審原告a・ｋ・o・r、亡m1・q1 

 ⑵ 寄与度減責がされた者 5 

   一審原告ｈ・i、亡c1・n1 

４ 争点⑤（過失相殺の可否及び割合）について 

 （一審被告の主張） 

 ⑴ 過失相殺が認められなかった者 

   一審原告i・ｋ 10 

 ⑵ 過失相殺の割合が主張どおりに認められなかった者 

   一審原告ｂ・ｈ、亡c1・n1 

 （一審原告らの主張） 

 ・ 過失相殺が認められた者 

   一審原告ｂ・ｈ、亡c1・n1 15 

以 上 

 

 



（別紙５）

争点④(損害) 争点⑤(過失相殺)

就労期間 粉じん環境就労先 一審被告又は下
請･孫請該当性 一審原告ら(肩書略) 金額

S32/7/1～S40/3/4 大和工業 〇 S32/7/1～S40/3/4
S42/7/3～S44/6/30 小柳組 〇 S42/7/3～S44/6/30
S44/7/1～S50/12/27 三浦工業所 〇 S44/7/1～S50/12/27

S61～H5秋頃 福田建設 7.8年 7.8年
罹患認定日 H21/6/23 H21/3/2

判断 ○ ○

S32/6/1～H12/7/31 久保工業 〇 S32/6/1～H12/7/31 28.9年
H12/10/12～H16/3/31 ピーワイテック 〇 H12/10/12～H16/3/31
H16/4/1～H22/4/7 個人請負 〇 H16/4/1～H21/2/28

罹患認定日 S61/4/11 H27/1/27
判断 ○ ○

S39/3/18～S40/4/27 丸菱商会本部 ○ S39/3/18～S40/4/27
S55/3/17～H12/9/30 久保工業 ○ S55/3/17～H12/9/30

H21/1/5～H22/9/30 豊工業 ○ H21/1/5～2/28 0.2年
H22/10/1～H23/11/30 大丸工業 ○

罹患認定日 H26/3/3
判断 ○

S43/1/19～S45/7/26 佐伯鉄工所 2.5年 2.5年
S46/3/1～H14/12/3 一審被告 ○ S46/3/1～H14/12/3 26.6年
H15/10～H21/2/28 船舶メンテナンス ○ H15/10～H21/2/28
H21/3/1～H27/2/28 本村工業 ○

罹患認定日 H9/9/30 H27/3/7
判断 ○ ○

S47/8～S48/5 池島炭鉱 0.8年 0.8年 e2 75万2400円
S49/2/20～8/23 共立土建 0.5年 0.5年 e3 15万0480円
H3/3/6～H12/5/20 丸金佐藤造船 9.2年 9.2年 e4 15万0480円
H14/1～H20/4 奥田工業所 ○ H14/1～H20/4 6.3年 6.3年 e5 15万0480円

罹患認定日 H27/1/27 H26/10/21 e6 15万0480円
判断 × 38％ e7 15万0480円

S47/3/15～S61/11/28 三菱石炭鉱業 7.6年 14.7年 f1承継人f2 198万円
H9/11～H21/6 新星興業 ○ H9/11～H21/2/28 11.3年 f1承継人f3 99万円

罹患認定日 S54/10/4 H27/8/25 f1承継人f4 99万円
判断 × ○

S32/4～S36/5/31 丸井工業 ○ S32/4～S36/5/31
S36/6/1～H12/6/30

(S37、38頃の約7か月半を除く)
日本冷熱 ○

S36/6/1～H12/6/30
(S37、38頃の約7か月半を除く)

H12/7/1～H15/3/31 日装 ○ H12/7/1～H15/3/31
罹患認定日 S55/3/17 H25/4/15

判断 ○ ○

まとめ

認定判断表

H16/11/1～H20/12/31 長崎機工 4.2年

150万4800円

損害額
(相続前)

1430万円

2475万円

1386万円

1430万円

g(本人) 1430万円

d(本人)

1430万円

損害額(相続後)

a(本人) 1430万円

b(本人) 1386万円

c2

c3

1237万5000円

1237万5000円

1430万円

396万円

1300万円

1300万円

1300万円

1300万円

同左

同左

360万円

136万8000円

慰謝料
(過失相殺後)

同左

2250万円

1260万円

慰謝料
(過失相殺前)

152万円

400万円

2500万円亡c1 

一審原告d

本件労働者ら

争点①（安全配慮義務違反の有無）

一審原告a

一審原告b

争点③（因果関係の有無）

21.6年

37.2年

粉じん環境職歴

51.6年

16.2年

じん肺 続発性気管支炎 肺がん安全配慮義務違反期間

16.2年

45.4年
22.3年

亡e1

亡f1

一審原告g
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争点④(損害) 争点⑤(過失相殺)

就労期間 粉じん環境就労先 一審被告又は下
請･孫請該当性 一審原告ら(肩書略) 金額

S30/10/3～S33/8/15 一審被告 ○ S30/10/3～S33/8/15 2.9年 2.9年
S35/9/27～12/14 川岸工業 0.2年 0.2年
S39/8/1～10/10 富田工業 0.2年 0.2年
S39/11/1～12/25 共進工業 0.2年 0.2年
S40/2/1～11/13 富田工業 0.8年 0.8年

S43/12/1～S44/4/3 大丸工業 ○ S43/12/1～S44/4/3
S44/4/9～S45/5/10 日本冷熱 ○ S44/4/9～S45/5/10

S45/5/16～S54/11/30 林兼船渠 8.8年 9.5年
S59/6/5～H7/7/22 日章工業 ○ S59/6/5～H7/7/22 11.1年
H7/7/23～H8/2/20 町工場 0.6年

罹患認定日 S54/3/16 H19/10/18
判断 × ○

S44/10/4～S54/1/12 菱工業 ○ S44/10/4～S54/1/12 9.3年 9.3年
S54/2/1～H3/3/31 久保水道設備工業所 12.2年 12.2年
H3/4/1～H22/6/25 日進工業 19.2年 19.2年

罹患認定日 H27/3/2 H28/1/6
判断 ○ ×

S40/11～H4/7/31 長崎木装 ○ S40/11～H4/7/31 12.4年
H5/4～H16/5 菱陽商事 ○ H5/4～H16/5

罹患認定日 S53/3/23 H25/10/15
判断 ○ ○

S35頃～S41/4頃
(S38/5･6頃の約2か月を除く)

梶山組 6.2年 6.2年

S41/5/2～S51/3/15 宝和工業 ○ S41/5/2～S51/3/15
S51/3/18～H14/10 共栄工業 ○ S51/3/18～H14/10
H14/11～H17/7/31 共栄工業 2.8年

罹患認定日 H6/12/22 H23/10/4
判断 ○ ○

S37/6/15～S41/12/26 吉本協運 ○ S37/6/15～S41/12/26
S42/1/7～H12/1/31 日本冷熱 ○ S42/1/7～H12/1/31
H12/2/1～H14/3/31 日装 ○ H12/2/1～H14/3/31
H14/4/1～H16/3頃 船舶メンテナンス ○ H14/4/1～H16/3頃

罹患認定日 S55/3/17 H21/1/16
判断 ○ ○

S45/5/1～S48/12/14 松石電設工業 ○ S45/5/1～S48/12/14 3.6年 3.6年
S48/12/16～S54/11/30 林兼造船 6.0年 6.0年
S55/1/8～H6/9/30 松石電設工業 ○ S55/1/8～H6/9/30 14.7年 14.7年

罹患認定日 H27/12/22 H27/10/22
判断 ○ ○

本件労働者ら

争点①（安全配慮義務違反の有無） 争点③（因果関係の有無） まとめ
粉じん環境職歴

安全配慮義務違反期間 じん肺 続発性気管支炎 肺がん
慰謝料

(過失相殺前)
慰謝料

(過失相殺後)
損害額

(相続前)

1430万円l(本人)

1430万円m2

1430万円

990万円 i(本人) 990万円

j(本人) 1430万円

k(本人) 1386万円

h(本人) 440万円

損害額(相続後)

1430万円

440万円

1430万円

1386万円

同左

同左

1260万円

同左1300万円

1300万円

1300万円

1300万円

同左

同左900万円

400万円

17.7年
41.8年

38.0年

28.7年 36.5年

一審原告l

亡m1

1.4年 1.4年
一審原告h

一審原告i

一審原告j

一審原告k
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争点④(損害) 争点⑤(過失相殺)

就労期間 粉じん環境就労先 一審被告又は下
請･孫請該当性 一審原告ら(肩書略) 金額

S36/11/1～S41/6/30 大丸工業 〇 S36/11/1～S41/6/30
S41/7/1～S44/11/30 興洋工業 〇 S41/7/1～S44/11/30
S47/9/1～S50/9/30 小柳組 〇 S47/9/1～S50/9/30
S51/4/1～S52/5/31 小柳組 〇 S51/4/1～S52/5/31
S52/7/4～S53/3/31 小柳組 〇 S52/7/4～S53/3/31
S53/7/7～8/31 小柳組 〇 S53/7/7～8/31

S54/8/1～H11/12/31 興洋工業 〇 S54/8/1～H11/12/31
H13/12～H14/12/31 興洋工業 〇 H13/12～H14/12/31

罹患認定日 H7/8/28 H20/4/23 H22/11
判断 ○ ○ ○

S37/1/4～2/17 崎陽工業 〇 S37/1/4～2/17
S39/3/2～S41/5/19 吉本協運 〇 S39/3/2～S41/5/19
S42/5/6～S49/2/18 丸菱商会本部 〇 S42/5/6～S49/2/18
S49/3～S50/12 長崎鋼業所 1.8年 1.8年

S55/5/15～S57/4/16 長田工業 〇 S55/5/15～S57/4/16 1.9年 1.9年
罹患認定日 H23/8/30 H23/6/3

判断 ○ ○

S36/2/20～S37/5/7 日本冷熱工産工業部 〇 S36/2/20～S37/5/7 1.2年 1.2年
S38/3/26～H1/2/28 早瀬鉄工所 25.9年 25.9年

H6/11～H8/8 港栄船舶 〇 H6/11～H8/8 0.8年
H8/9～H12/2 小浜総業 〇 H8/9～H12/2
H13/2～H18/8 一ノ瀬商会 〇 H13/2～H18/8
H18/9～H21/9 松尾鉄鋼所 3.1年

罹患認定日 H7/8/28 H31/1/9
判断 × ○

S37/3/1～S41/2 長崎木装 〇 S37/3/1～S41/2 q2 286万円
S41/7/14～S50/12/27 日電 〇 S41/7/14～S50/12/27 q3 286万円
S51/11/1～S53/10/2 長崎木装 〇 S51/11/1～S53/10/2 q4 286万円
S57/11/1～S61/3/20 長崎木装 〇 S57/11/1～S61/3/20 q5 286万円

罹患認定日 S60/6/6 H27/9/18 s1承継人s2 143万円
判断 ○ ○ s1承継人s3 143万円

S29/4～S42/1/15 長崎木装 〇 S29/4～S42/1/15
S45/2/1～S47/6/20 向井組 〇 S45/2/1～S47/6/20
S47/6/21～H3/2/28 長崎船舶装備 〇 S47/6/21～H3/2/28

罹患認定日 S58/4/30 H28/5/11
判断 ○ ○

【凡例】S：昭和、H：平成
　　　　争点③の年数：網掛けなしは長崎造船所での罹患前就労年数、網掛けありは他の事業所での罹患前就労年数（四捨五入あり）
　　　　○：あり、×：なし、％：寄与度割合（四捨五入あり）

争点①（安全配慮義務違反の有無） 争点③（因果関係の有無） まとめ
粉じん環境職歴

安全配慮義務違反期間 じん肺 続発性気管支炎 肺がん
慰謝料

(過失相殺前)
慰謝料

(過失相殺後)
損害額

(相続前)

損害額(相続後)

1430万円r(本人)

1430万円o(本人)

p1承継人p4

p1承継人p3

p1承継人p2

99万円

99万円

198万円

n4

n3

825万円

825万円

825万円n2

1300万円

1300万円

1300万円

396万円

1430万円

2475万円

1430万円

1430万円

同左

2250万円

同左

同左

360万円

18.0年 18.8年

26.1年 33.9年

9.1年 9.1年

10.1年
400万円

2500万円
29.4年

34.8年 34.8年亡n1

一審原告o

一審原告r

亡q1

亡p1

本件労働者ら
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